
は じ め に

平成１８年度税制改正は、所得税から住民税への税源移譲、災害等に対する安

心・安全への配慮、政策減税の根本的な見直し、申告納税制度に関する環境の

整備などについて重要な改正が行われました。

所得税及び個人住民税については、いわゆる三位一体改革の一環として、恒

久的措置として所得税から個人住民税に３兆円規模の税源が移譲されることに

なりました。この税源移譲は、所得税は平成１９年分から、個人住民税は平成１９

年度分から適用され、それに伴う措置として、所得税の税率構造は４区分から

６区分に変更され、他方、個人住民税の税率構造は３区分から一律１０％となり

ました。

安心・安全の観点からは、自発的な耐震改修を促進するための施策として、

所得税における耐震改修税額控除制度、所得税及び個人住民税を通じての地震

保険料控除、固定資産税における耐震改修に係る減額制度がそれぞれ創設され

ました。

政策減税の見直しは、幅広く行われました。その中で中小企業関連税制とし

て、同族会社の留保金課税制度に関する同族会社の判定方法及び課税対象額の

計算方法の見直しが行われ、交際費課税における金額基準が明示されました。

そして、一定の同族会社に係るオーナー給与について給与所得控除に相当する

部分として計算される金額が損金不算入とされました。

納税環境の整備としては、物納制度における手続や物納不適格財産が明確化さ

れ、郵送等に係る書類の提出に関して発信主義による取扱いが拡大されました。

また、無申告加算税や不納付加算税の取扱いについても見直しが行われました。

平成１８年５月１日に会社法が施行されることに伴って、決算・申告の実務に

も大きな変化があります。特に、株主資本等変動計算書の作成については、充

分に理解しておく必要がありますので、本冊子でも掲載いたしました。

本冊子では、上記のほか、平成１８年度の税制改正事項を体系化・図式化し、

分かりやすく解説しました。実務家や経営者をはじめとした皆様方のお役に立

てれば幸いです。
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）

所法…所得税法、所令…所得税法施行令、法法…法人税法、法令…法人税法施行令、消法…消費
税法、消令…消費税法施行令、措法…租税特別措置法、措令…租税特別措置法施行令、措規…租
税特別措置法施行規則、地法…地方税法、地法附…地方税法附則、地令…地法税法施行令、国通
法…国税通則法、国通令…国税通則法施行令、平１８改所法等附…平成１８年法律第１０号所得税法等
の一部を改正する法律附則、平１８改地法附…平成１８年法律第７号地法税法等の一部を改正する法
律附則、平１８改措令附…平成１８年政令１３５号附則

（注） 本冊子の内容は、主に平成１８年３月３１日公布の「所得税法等の一部を改正する法律（第１０号）」、
平成１８年３月２５日公布の「地法税法等の一部を改正する法律（第７号）」及びそれらの関係改正政
省令等並びに平成１８年５月１日施行の「会社法（平成１７年法律第８６号）」によっています。

CONTENTS
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一 会社法施行による決算申告実務の変更

旧商法 会社法

・営業報告書
・貸借対照表
・損益計算書
・利益処分案

――
――

・附属明細書

――
・貸借対照表
・損益計算書

――
・株主資本等変動計算書
・個別注記表

計

算

書

類

・附属明細書

事業報告及びその附属明細書

（会社法４３５、会社計算規則９１）

平成１８年５月１日から会社法が施行されましたので、同日以後に事業年度が

終了する会社については、旧商法による決算申告実務ではなく、会社法の規定

に従った実務を行わなければなりません。

《計算書類の変更》

q 利益処分案が廃止されました

会社法では、株主総会の決議等に基づいて、いつでも剰余金の配当及び「純

資産の部」の株主資本における科目間の振替え（例えば、資本剰余金から資本

金への振替え〔ただし、資本剰余金と利益剰余金は峻別され、両者間の振り替

えはできません。〕）などを行うことができるようになりました。

また、役員賞与も職務執行の対価とされ、利益処分案としての決議は不要と

なりました。これらの理由によって会社法では利益処分案が廃止されました。

r 株主資本等変動計算書を作成しなければなりません

会社法の施行に伴い、株式会社は株主総会等の決議により、剰余金の配当や

株主資本の各項目の金額の変動をいつでも行えることになったため、貸借対照

表や損益計算書だけでは株主資本の各金額の連続性が理解しづらくなります。

法人関連税制の
改正ポイント
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A表示区分 株主資本等変動計算書の表示区分は、貸借対照表の純資産の部の表示に
従います。

B表示方法 株主資本等変動計算書に表示される各項目の前期末残高及び当期末残高
は、前期及び当期の貸借対照表の純資産の部における各項目の期末残高
と整合したものでなければなりません。

C株主資本の
各項目

前期末残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は変動事
由ごとにその金額を表示します。
ア 当期純利益（又は当期純損失）は、株主資本等変動計算書において、
その他利益剰余金又はその内訳項目である繰越利益剰余金の変動事由
として表示されます。

イ 変動事由として例えば次のようなものがあります。
新株の発行、剰余金の配当、自己株式の取得・消却・処分、資本金

から準備金への振替え、剰余金の内訳項目間の振替え
ウ 圧縮記帳積立金や特別償却準備金など税法上の積立金は、その他利
益剰余金の区分において積立て及び取崩しを行います。

D株主資本以
外の各項目

前期末残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は純額で
表示します（ただし、主な変動事由ごとにその金額を表示することがで
きます。）。

E注記事項 ア 当該事業年度末日における発行済株式の数（種類株式を発行してい
る場合には、その種類ごと）

イ 当該事業年度末日における自己株式の数（種類株式を発行している
場合には、その種類ごと）

ウ 当該事業年度中に行った剰余金の配当（当該事業年度末日後に行う
剰余金の配当のうち、基準日が当該事業年度中のものを含みます。）
に関する次に掲げる事項その他の事項

・配当財産が金銭の場合→その金銭の総額
・配当財産が金銭以外の財産の場合→その財産の帳簿価額（配当日にお
いてそのときの時価を付した場合は、その時価を付した後の帳簿価
額）の総額

このため、「純資産の部」の一会計期間の変動額と変動事由を報告するため、「株

主資本等変動計算書」の作成が義務付けられ、配当や自己株式の取得などの株

主還元の状況、増資、株主資本の各項目の変動状況等を一覧にし、財務諸表の

利用者の利便に資することとされました。

s 株主資本等変動計算書の作成方法
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《記載例》

株主資本 評価換
算差額
等 新

株
予
約
権

純
資
産
合
計

資
本
金

資本剰余金 利益剰余金

自
己
株
式

計資本
準備
金

その
他資
本剰
余金

利益
準備
金

その他利益剰余金

特別償
却準備
金

繰越利
益剰余
金

その他
有価証
券評価
差額等

前期末残高 １００ ３０ １０ ２０ ４０ ５００ △２５ ６７５ ３５ １０ ７２０

当
期
変
動
額

株
主
資
本

新株の発行 ２０ ２０ ４０ ４０

特別償却準備金積立て ３０ △３０ ０ ０

特別償却準備金取崩し △１５ １５ ０ ０

剰余金の配当 △１０ △１０ △１０

当期純利益 ２００ ２００ ２００

自己株式の取得 △５ △５ △５

株主資本以外（純額） △１５ △１５

計 ２０ ２０ １５ １７５ △５ ２２５ △１５ ２１０

当期残末高 １２０ ５０ １０ ２０ ５５ ６７５ △３０ ９００ ２０ １０ ９３０

《貸借対照表》

資
産

負債

（資本の部）

資本金 １，０００

資本剰余金

資本準備金 ２００

利益剰余金

利益準備金 ８０

任意積立金 １１５

当期未処分利益 １３５０

《損益計算書》

…
…

税引前当期利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

当期純利益 ８５０

前期繰越利益 ５００

当期未処分利益 １３５０

《別表４》

区 分 総額
処 分

留保 社外流出

当期利益 ８５０
配当 ２００
賞与 ５０
その他

所得金額 ３００

《別表３¸》

留保所得金額 ３００

《別表５¸¿》

期首
当期中の増減 利益処

分
翌期首

減 増
利益準備金
任意積立金
…

繰越損益金

８０
１１５

５００ ５００

２０
８０

１０００

１００
１９５

１０００

《利益処分案》

当期未処分利益 １３５０

利益処分額
利益準備金 ２０
配 当 金 ２００
任意積立金 ８０
役員賞与金 ５０

次期繰越利益 １０００

t 旧商法と会社法での計算書類・申告書の関連

《旧商法と法人税》

旧商法下における法人税法は、各事業年度ごとの未処分利益から利益処分に

よって、配当や役員賞与の支払い、準備金・積立金の積立てが行われるという

考え方を採っていましたので、計算書類と法人税の申告書との関連は次のとお

りとなっていました。
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《貸借対照表》

資
産

負債

（純資産の部）

株主資本 １，０００

資 本 金

資本剰余金

資本準備金 ２００

利益剰余金

利益準備金 ８０

任意積立金 １１５

繰越利益剰余金 １３００

《損益計算書》
（役員賞与は当期の費用となります）

役員賞与引当金繰入額 ５０
…
…

税引前当期利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

当期純利益 ８００

（PLの末尾は「当期純利益」です）

《別表４》

区 分 総額
処 分

留保 社外流出
当期利益 ８００ 配当 １５０

その他

役員賞与引
当金繰入額

５０ ５０

所得金額 ３５０

《別表３¸》

留保所得金額 ３５０
前期未配当 （＋）１５０
当期未配当 △２００

《株主資本等変動計算書》

資本金
資本準
備金

利益準
備金

任意積
立金

繰越利益
剰余金

計

前期末 １０００ ２００ ８０ １１５ ６５０ ２０４５

当
期
変
動
額

剰余金の配当 △１５０ △１５０
当期純利益 ８００ ８００

計 ６５０ ６５０

当期末 １０００ ２００ ８０ １１５ １３００ ２６９５

A 当期中の配当金支払額 １５０
B 基準日が当期に属する配当のうち配当の効力発生日が翌期であるもの ２００
→従来の利益処分案（利益準備金２０、任意積立金８０の増加も翌期になります。）

《別表５¸¿》

期首
当期中の増減

翌期首
減 増

利益準備金
任意積立金
…

繰越損益金

８０
１１５

６５０ ６５０ １３００

８０
１１５

１３００

《会社法と法人税》

会社法では、配当の支払回数の制限もなく財源規制も柔軟になったため、法

人税では、配当は原則としてその効力が生ずる日に行われたものと考えること

となりました。

ただし、会社法適用初年度については、直前事業年度に係る期末配当は、前

期において既に社外流出の処理をしていますので、当期の別表４の社外流出欄

には記載されません。また、別表５¸¿の繰越損益金と株主資本等変動計算書

の繰越利益剰余金の前期末残高は一致しません。

u 役員賞与の会計処理

役員賞与は発生した会計期間の費用として処理されることになりました。し

たがって、当期における役員の職務執行の対価である役員賞与を翌期に開催さ

れる株主総会決議により支給する場合には、次のような会計処理が必要です。

当期 （役員賞与引当金繰入額）××× （役員賞与引当金）×××

翌期 （役員賞与引当金） ××× （現 金）×××
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二 特定同族会社の留保金課税制度の抜本的見直し

������

………
…………

……………

所得

!
#
#
%"
%#
#
$

配 当 等

法人税等

社内留保
留保控除額

留保金課税対象
!
"
$ �留保金課税額

留保金課税額＝〔｛（所得－社外流出）－法人税等｝－留保控除額〕×特別税率
※ 特別税率 年３，０００万円以下の部分 １０％

年１億円以下の部分 １５％
年１億円超の部分 ２０％

（法法６７、８１の１３）

同族会社の場合、利益が出ても、オーナー自身が株主として受け取る配当金

に対する所得税の課税を免れるためにあえて配当をせず社内留保するなど、税

負担の軽減を図ることが比較的容易です。そこで、同族会社が所得のうち一定

の金額を社内に留保したときは、通常の法人税とは別にその留保金に対して特

別に課税することとされています。

しかし、中小企業については、資金調達能力が不足しており、内部留保を充

実させていく必要から、平成１２年度の税制改正で、一定の中小企業やベンチャー

企業で青色申告法人については、同族会社の留保金課税を適用しない特例が設

けられました。以後数度の改正を経て、平成１８年度の税制改正では、対象とな

る法人を従前は「同族関係者３グループで株式等５０％超保有の法人」としてい

たのを、「同族関係者１グループで株式等５０％超保有の法人」のみに限定した

上で、さらに内部留保に対する控除額を大幅に引き上げることにより、平均的

な配当を行えば課税されなくなるという抜本改正が行われました。これにより

中小企業にとって不可欠な内部留保の充実が図られることになりました。

なお、留保金課税以外における同族会社の判定は、上位３株主グループの持

株割合、議決権割合、持分会社の社員数割合により行います。

会社法制定への対応

会社法では、配当について回数制限が撤廃され、財源規制も柔軟になったた

め、配当がどの時期のものかにつき次のとおり整理されました。
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従 来 会社法施行後

各決算期ごとにその決算期の
利益から配当が行われるとい
う考え方（当期分の配当）

配当の効力が生ずる日に利益
の分配が行われるという考え
方（翌期の配当）

上表の改正は、平成１８年４月１日以後に開始する事業年度から適用します
（平１８改所法等附１、２３）。なお、配当に係る改正は、会社法施行日（平成１８
年５月１日）以後に終了する事業年度にその支払に係る基準日がある剰
余金の配当又は利益の配当について適用されます。（平１８改所法等附４３A）

ただし、留保金課税については、その配当の支払決議の日が、その支払に係

る基準日の属する事業年度終了の日の翌日（翌期首）からその事業年度の決算

の確定の日までの期間内にあるものについては、その基準日の属する事業年度

（当期）の配当として留保金額を減少させる手当てがされています。

法
人
税
法

改正前 改正後

同族要件
３株主グループによる持株
保有割合５０％超

１株主グループによる持株
保有割合５０％超

留
保
控
除
額
◆
次
の
う
ち
最
も
多
い
金
額

A所得基準額 所得等の金額×３５％
所得等の金額×４０％（中小
特定同族会社は５０％）

B定額基準額 年１，５００万円 年２，０００万円

C積立金控除額
期末資本金×２５％－利益積
立金

期末資本金×２５％－利益積
立金

D自己資本比率基
準額
（中小特定同族
会社のみ）

―

自己資本比率（注）が３０％
に達するまでの金額
（注）

自己資本（同族関係者
からの借入金を含む）

総資産

租
税
特
別
措
置
法

不
適
用
措
置

設立後１０年以内の中小企業
者 廃止

中小企業新事業活動促進法
の経営革新計画の承認を受
けた中小企業者で経営革新
のための事業を実施してい
るもの

２年延長
（平成２０年３月３１日までに
開始する事業年度）

自己資本比率が５０％以下の
中小法人 廃止
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三 会社法の制定に伴う法人税法の整備

1 受取配当等、みなし配当の取扱いの整備
（法法法２３、２４、所所法２４、２５）

剰余金の配当
原資の区分に応じて

配 当
⇒ 配当課税

資本の払戻し
⇒ 株式譲渡益課税

or
配当課税

株主資本等変動計算書で明らかにされます

（注） 会社法では、配当制限の観点からは、払込資本か留保利益の区分はなくなりました
が、会計及び税法では、払込資本と留保利益とは混同してはならないという区分は維
持されています。

この改正は、会社法の施行の日（平成１８年５月１日）以後をその支払に
係る基準日とする配当等の額について適用されています。（平１８改所法
等附２６、４、５）

昨年成立した会社法は、ここ数年の商法改正の総仕上げとして、全体的な整

合性を図る必要から抜本的な改正内容となっており、企業活動の基盤をなす重

要な法律です。本年５月から予定されている会社法の施行に伴い今年の税制改

正では、法人税等についても重要な改正が行われました。

株主に対する配当は、法人税等を控除した後の利益を処分して行われますの

で、配当を受け取った法人において所得金額に計上すると二重課税となってし

まうため、企業会計上、収益に計上していても、税務上は益金不算入とされます。

また、配当がない場合でも解散や合併により金銭等の交付を受ければ、税務

上、配当があったものとされ（みなし配当）、この金額も益金不算入とされて

います。

q 受取配当等の取扱い

会社法の創設により旧商法における利益配当、中間配当、資本及び準備金の

減少に伴う払戻金については、これらをまとめて剰余金の配当とされましたが、

法人税法においてはその原資の区分に応じ、従来の制度と同様、配当と資本の

払戻しとして取り扱われることとされました。
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改正前 改正後

種類株式に関して、み
なし配当課税について
特段の規定はなし

みなし配当の額の計算については、そ
の法人の資本金等の額を株式の種類ご
とに区分して行う

この改正は、平成１８年４月１日以後に行われる自己の株式の取得等につ
いて適用されます。また、同日前に種類株式を発行している法人の資本
等の金額の区分については、所要の経過措置が講じられています。（平
１８改所令附６D）

2 株式等の取引の取扱い

改正前 改正後

株主が受けた株式無償割当て・新株予約
権無償割当て

課税関係が生じない

この改正は、会社法の施行の日（平成１８年５月１日）以後に行われる株
式無償割当て等について適用されます。（平１８改所法等附１８A）

この改正は、平成１８年４月１日以後に取得される自己の株式について適
用されます。また、同日において有する自己の株式については所要の経
過措置が講じられます。（平１８改法令等附４A）

r みなし配当の取扱い（所令６１B四）

種類株式を発行する法人が自己の株式の取得等を行った場合におけるみなし

配当の額の計算についての取扱いは次のようになりました。

q 株式無償割当て等

会社法には株式の無償割当ての制度が設けられています。これは新たな払込

みが行われないでその会社の株式を割り当てる制度であり、その経済的な実質

は株式の分割に近いものです。そこで、その取扱いは次のようになりました。

r 自己株式（法令８A）

法人税法上も、会社法や会計と同様に法人が自己の株式を取得した場合には、

資産に計上せず、取得時に資本金等の額を及び利益積立金額を減少させること

になりました。
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この改正は、会社法の施行の日（平成１８年５月１日）以後に行われる付
与決議に基づき締結される契約により与えられる特定新株予約権等に係
る株式について適用されます。（平１８改所法等附８８）

3 配当の流出時期等の見直し

4 その他の改正

改正前 改正後

資本等の金額⇒資本の金額
と資本積立金額との合計額

資本金等の額⇒株主等から出資を
受けた金額（法法２十六、法令８）

s ストック・オプションの非課税等の特例制度の適用対象者（措法２９

の２）

特定の取締役等の新株予約権等の行使による株式の取得（ストック・オプ

ション）の非課税等の特例制度の適用対象者の範囲に「執行役」が追加されま

した。

会社法により配当の回数制限が撤廃されたため、事業年度と配当を期間対応

させることを廃止し、剰余金の配当等はその効力発生時で処理することになり

ました。

これに伴い、同族会社の留保金課税における留保金額から決算確定日までに

決議される配当額を減額する手当て（法法６７D）、所得税額控除について配当

計算期間に代わるべきものとして、前回の基準日から今回の基準日までの期間

における判定（法令１４０の２B）、固定資産の圧縮記帳等の経理方法について、

決算確定日までに剰余金の処分により積立金として積立てる方法も対象とする

などの措置が講じられました。

A 同族会社の判定基準に議決権等が追加されました。

B 役員の範囲に会計参与が追加されました。

C 「資本等の金額」が「資本金等の額」に変更されました。
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四 役員給与の損金算入制度の見直し等

平成１８年５月施行の「会社法」では、役員報酬・賞与が職務執行の対価とし

て一本化されます。一方で、最低資本金制度の撤廃等により個人事業者が法人

形態を選択することが容易になってきました。

このため、役員給与について、いわゆる定期定額要件が緩和されることとな

り、あらかじめ確定した時期に確定した金額を支給する非業績連動型の役員給

与については損金算入が認められることとなり、また一方で、実質的な一人会

社のオーナーへの役員給与について、経費の二重控除に相当する給与所得控除

相当部分の法人段階での損金算入が制限されることとなりました。

なお、業績連動型の役員給与は、原則として損金不算入ですが、透明性・適

正性を確保するための一定の要件を満たせば損金算入が可能となりました。

役員給与の損金算入の範囲（業務主宰役員を除く。）

役
員
給
与
（
経
済
的
利
益
を
含
む
。）

１ 一般的な給
与（２、３以
外の給与）

定期同額給与

該当しない

事前確定届出給与

該当する

利益連動給与

不相当高
額部分２ 退職給与、ストック・オプション

によるもの、使用人兼務役員の使用
人分（３を除く。） 上記以外

の部分

３ 不正経理によるもの

※利益連動給与以外のものは損金経理要件はありません。

損金不算入

損金不算入

損金算入

損金不算入
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1 定期同額給与の損金算入
（法法３４、法令６９）

2 事前確定届出給与の損金算入
（法法３４、法令６９）

定期同額給与及び利益連動給与以外の給与で確定した時期において確定した

額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与の額は、その定めの内容に関す

る届出を税務署長に提出している場合に限り、原則として、損金の額に算入さ

れることになりました。

届出は、その給与に係る職務の執行を開始する日とその事業年度開始の日か

ら３月を経過する日のいずれか早い日までに次の事項を記載した書類により

行います。（法規２２の３A）（平成１８年４月１日以後最初に開始する事業年度におい

て届出期限が３月経過日以前となる場合には、その届出期限は３月経過日とされま

す。ただし、役員給与の支給額・支給時期が職務執行開始日までに定められていな

次の役員給与は定時同額給与として損金の額に算入されます。

１ 支給時期が１月以下の一定期間ごとであり、各支給時期における支給額が同額であ
るもの

２ 会計期間開始の日から３月を経過する日までに改定された場合
!
$

"
$

#

改定前の各支給時期で同額であるもの
改定後の各支給時期で同額であるもの

３ 経営状況の悪化等により減額改定された場合
!
$

"
$

#

減額改定前の各支給時期で同額であるもの
減額改定後の各支給時期で同額であるもの

４ 継続的に供与される経済的利益のうち、その額がおおむね一定であるもの

３か月
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A 氏名及び役職名

B 支給時期と各支給時期ごとの支給金額

C Bの時期及び金額を定めた日とその定めた機関等

D 事前確定届出給与に係る職務執行を開始する日

E 定期同額給与としない理由及び支給時期をBとした理由

F Aの者につき事前確定届出給与と定期同額給与を支給する場合には、定期同額給与
の支給時期と支給金額

G Aの者に対して直前期に支給した給与について、支給時期及び支給金額

H 当期における他の役員に対する給与の支給時期と支給金額

I その他参考となるべき事項

盆暮賞与型 四半期毎支給型

損 金 算 入 損 金 算 入

１
月

６
月

１２
月

３
月

６
月

９
月

１２
月

3 利益連動給与の損金算入
（法法３４、法令６９）

いものは対象外です。）

上記の届出をすることにより、次のような役員給与について損金の額に算入

されることになります。

利益を基礎として算定されるの役員給与は、原則として、損金不算入でした

が、算定手続等の透明性・適正性が確保された一定の要件を満たす業績連動型

の役員給与(利益連動給与)については、損金算入が可能となりました。

透明性・適正性を確保するための主な要件としては、次のようなことがあげ

られます。
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改正前 改正後

原則として

損金算入
不可

透明性・適正性を担保するための要件を満たし
たものであれば損金算入可能
（主な要件）
A その法人が非同族会社であること。
B 確定額を限度として、客観的な算定による
ものであること。
C Bの算定方法について、会計期間開始の日
から３月以内に報酬委員会や株主総会による
決定等の適正な手続がとられていること。
D Bの算定方法が、有価証券報告書等で開示
されていること。
E 業務を執行する他の役員の役員給与につい
て、BからDまでと同様の要件を満たすもの
とされていること。
F 利益に関する指標の数値が確定した後１月
以内に支払われる見込みであること。
G その事業年度において損金経理されている
こと。 等

4 特殊支配同族会社の役員給与の給与所得控除部分の
損金不算入措置

（法法３５）

利 益 連 動 給 与

同族会社の業務主宰役員及びその特殊の関係にある者（業務主宰役員関連

者）が、事業年度終了の時において発行済株式又は出資の総数又は総額の９０％

以上の数の株式又は出資を所有し、かつ、業務主宰役員及び常務に従事する業

務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の過半数を占める場合に

は、その業務を主宰する役員に対して支給する役員給与のうち給与所得控除に

相当する部分として計算される金額は、損金不算入とされました。

ただし、Aその同族会社の所得等の金額（所得金額と所得金額の計算上損金

の額に算入されたその給与の額の合計額）の直前３年以内に開始する事業年度
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基準所
得金額 ＝

!
%%%%%%%%%%%%%%#

前３事業年度の

－

前３事業年度の
"
%%%%%%%%%%%%%%$

×
１２

前３事業年
度の月数の
合計数

所
得
金
額

業務主
宰役員
給与額

繰越欠損
金の適用
金額

欠損金額－
業務主宰役
員給与額

特殊支配同族会
社該当前に生じ
た欠損金等

適用対象会社

次の２つの要件に該当する場合

A 同族会社の業務主宰グループが株式又は議決権割合の９０％
以上を所有

業務主宰役員 業務主宰役
員関連者
（法令７２A）

業務主宰役員の
親族等のうち役
員以外の者（法
令７２C）

業務主宰役員
の９０％以上支
配会社
（法令７２A）

業務主宰グループ

※特定の者と同一の内容の議決権の行使をすることに同意している者が

有する議決権は、当該特定の者が有するものとみなします。（法令７２D）

B 業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総
数が役員の過半数を占める

※役員には法人税法上のみなし役員を含みます。

適用除外

基準所得金額が、A又はBの場合

A年８００万円以下 B年８００万円超３，０００万円以下で、
かつ、
業務主宰役員給与額

基準所得金額
≦５０％

業務主宰役員給与の損金不算入額

給与額 損金不算入額

０万円 ～ ６５万円 給与額 × １００％

６５万円 ～ １６２．５万円 ６５万円

１６２．５万円 ～ １８０万円 給与額 × ４０％

１８０万円 ～ ３６０万円 給与額 × ３０％ ＋１８万円

３６０万円 ～ ６６０万円 給与額 × ２０％ ＋５４万円

６６０万円 ～ １，０００万円 給与額 × １０％ ＋１２０万円

１，０００万円 ～ 給与額 × ５％ ＋１７０万円

における平均額（基準所得金額）が年８００万円以下である場合又は、B基準所

得金額が８００万円超年３，０００万円以下であり、かつ、年換算の業務主宰役員給与

額が基準所得金額の５０％以下である場合は、適用除外となります。
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これらの改正は、平成１８年４月１日以後に開始する事業年度について適
用されます。（平１８改所法等附２３）

改正前

個人事業者が法人成りをすれば、オーナーの役員給与について、法人段階では損金
算入ができ、個人段階では給与所得控除が利用可能となり、経費の二重控除となる

個人事業者

売 上 ２，０００万円
経 費 ８００万円
―――――――――

所 得 １，２００万円

法 人 オーナー給与
売 上 ２，０００万円
経 費 ８００万円
役員の給与 １，０００万円 ��� １，０００万円

給与所得控除△２２０万円
―――――――――――――――――――――――――――
所 得 ２００万円 ７８０万円

９８０万円 課税ベース２２０万円減少

改正後

特殊支配同族会社の役
員給与について、給与
所得控除相当分を法人
段階で損金不算入とす
る

法 人 オーナー給与
売 上 ２，０００万円
経 費 ８００万円
役員の給与 １，０００万円 ��� １，０００万円
損金不算入 ２２０万円 給与所得控除△２２０万円
―――――――――――――――――――――――――――
所 得 ４２０万円 ７８０万円

１，２００万円
課税ベースでは個人事業者と同じ
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五 中小企業・ベンチャー支援関係

1 交際費等の損金不算入の特例の延長及び課税の範囲の明確化
（措法６１の４、６８の６６）

A 飲食等のあった年月日

B 参加した得意先等の氏名・名称とその関係

C 参加した者の数

D その費用の金額、その飲食店等の名称・所在地等

E その他参考事項

交際費は、法人税の所得計算上は一定限度額までしかその事業年度の損金に

算入されませんが、中小企業にとっては、販売促進活動などに交際費は事業活

動上不可欠であり、交際費が損金として認められることは非常に重要です。ま

た、交際費の範囲については、政令や通達等で定められていますが、会議費等

の隣接費用との区分が明確でないことから、隣接費用について交際費であると

税務調査の際に認定されることも多く、今までにもその解釈や運用をめぐって

様々な議論が行われてきました。

今年の改正では、資本金１億円以下の中小企業に限って認められている交際

費の一部損金算入の特例措置の適用期限が平成２０年３月３１日まで２年間延長さ

れたうえ、さらに一人当たり５，０００円以下の一定の飲食費について損金算入が

認められることになりました。

なお、この改正は、次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用

されます。
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●最近の交際費課税制度の改正

交際費等の
損金不算入額 ＝

交際費等支出
金額のうち定
額控除限度額
を超える金額

＋
◆交際費等
支出金額

!
#
%"
%#
$

いずれか
少ない
金額◆定額控除

限度額

× 損金不算入
割合

定額控除額

期末資本金額 平成６年度 平成１０年度 平成１４年度 平成１５年度

１，０００万円以下 ４００万円 ４００万円
４００万円

４００万円５，０００万円以下 ３００万円 ３００万円

１億円以下
０円 ０円 ０円

１億円超 ０円

損金不算入割合 １０％ ２０％ ２０％ １０％

改正前 改正後

実務上、１人当た
り３，０００円が交際
費と会議費等の区
分の目安

交際費とは別に、１人当たり５，０００円以下の
一定の飲食費（役員・従業員又はこれらの
親族に対するものを除きます。）について
損金算入が認められる（大会社も適用可）

��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

���������������
���������������
���������������
���������������

定額控除限度額
４００万円

超過額

損金算入

１０％ 損金不算入

損金不算入

損金算入

１人当たり５，０００
円以下の飲食費

交際費等支出金額

この改正は、平成１８年４月１日から平成２０年３月３１日までの間に開始す
る各事業年度において支出する交際費について適用されます。
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2 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金
算入の特例の延長及び損金算入額の見直し

法措法６７の５、所措法２８の２

改正前 改正後

取得価額が１件当たり３０万
円未満の減価償却資産につ
いては全額損金算入（即時
償却）が認められる（合計
金額は無制限）

損金算入額の上限を年間
合計３００万円とする
※平成２０年３月３１日まで２年延長

取得価額 損金算入（償却方法） 年間限度額

本 則
１０万円未満 全額損金算入（即時償却） ―

２０万円未満 ３年間で均等償却 ―

中小企業のみ ３０万円未満 全額損金算入（即時償却） 合計３００万円

この改正により少額減価償却資産の損金算入制度は次表のようになります。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度は、平成

１５年度の税制改正で創設されたもので、資本金１億円以下の中小企業者等が取

得価額３０万円未満の減価償却資産を取得した場合、取得価額の全額損金算入（即

時償却）が認められる制度です。

この特例制度については、「平成１６年中小企業実態基本調査」（中小企業庁）

によると、中小企業の約１割に当たる約１４万社余りの企業がこの特例制度を適

用し、そのうち資本金１，０００万円以下の小規模企業が約７割を占めるなど、小

規模企業で積極的に活用されています。また、特例利用企業のうち、約９割の

企業の年間損金算入額は３００万円以下となっています。

今年の改正では、このような実態を背景に、特例の適用対象となる損金算入額

の限度額を年間合計３００万円までとし、３００万円を超える部分に係る減価償却資

産は対象から除外し、適用期限が平成２０年３月３１日まで２年間延長されました。
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この改正は、平成１８年４月１日から平成２０年３月３１日までの間に取得等
をする減価償却資産について適用され、平成１８年３月３１日以前に取得等
したものは、なお従前の例によります。（平１８改所法等附１１９、８７）

3 中小企業者に対する欠損金の繰戻し還付の不適用措置の延長
（措法６６の１２）

欠損金の繰戻し還付
（原則として不適用）

不適用除外

中小企業者の設立登記日を含む事業年度
の翌事業年度から５年間の事業年度

改正後

平成２０年３月３１日終了
事業年度まで２年延長

4 中小企業投資促進税制の見直し・延長
（法措法４２の６、所措法１０の３）

欠損金の繰戻しによる還付措置は、平成４年度から適用が停止されており、

原則として行われていませんが、中小・ベンチャー企業の資金繰り難を緩和す

るための特例措置として、創業５年以内の中小企業者に限って欠損金の繰戻し

還付措置が認められています。

今年の改正では、この特例措置の適用期限が平成２０年３月３１日（改正前平成

１８年３月３１日）までに終了する事業年度まで２年間延長されました。

中小企業投資促進税制は平成１０年に創設され、青色申告法人である中小企業

者等が取得する機械装置等に対して初年度３０％の特別償却又は７％の税額控除

（一定の要件を満たすリース契約により賃借するリース資産についても税額控

除の適用があります。）が認められる制度です。

今年の改正では、その対象資産に一定のソフトウェア及びデジタル複合機が

加えられるとともに、その対象資産から電子計算機等以外の器具備品が除外さ

れたうえ、その適用期限が平成２０年３月３１日（改正前平成１８年３月３１日）まで

２年延長されました。
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資本金又は出資金の額が１億円以下の法人（大規模法人の子会社は除かれます。）、資
本又は出資のない法人で常時使用する従業員の数が１，０００人以下のものをいいます。な
お、農業協同組合等及び資本金又は出資金の額が３，０００万円以下の中小企業者だけが取
得の場合の税額控除の適用があります。

改正前 改正後

A 機械及び装置（１台の取得価額１６０万
円以上（注１））

A 同左

B 次に掲げる器具備品（１台又は同一種
類の取得価額の合計額１２０万円以上（注
２））
ア 電子計算機
イ デジタル複写機
ウ ファクシミリ
エ デジタル交換機
オ デジタルボタン電話設備
カ 電子ファイリング設備
キ マイクロファイル設備
ク ICカード利用設備
ケ 冷房用又は暖房用設備

B 同左

電子計算機

（イ～ケまで廃止）

・追加 デジタル複合機

C 普通貨物自動車（車両総重量３．５t以上） C 同左

D 内航船舶（取得価額の７５％が対象） D 同左

E ―― E 追加 ソフトウエア

（注１） リースの場合はリース費用の総額２１０万円
（注２） リースの場合はリース費用の総額１６０万円

この改正は、平成１８年４月１日以後に取得等をする減価償却資産につい
て適用し、同日前に取得等したものは、なお従前の例によります。（平
１８改所法等附１０４、８０）

¸ 中小企業者等の範囲

¹ 対象資産の範囲



24

六 研究開発税制・情報基盤強化税制

1 試験研究費に係る税額控除制度の見直し・強化
（法措法４２の４、所措法１０）

A 試験研究費割合 B 税額控除割合

イ １０％以上 １０％

ロ １０％未満 ８％＋試験研究費割合×０．２

（注） 平成１５年１月１日から平成１８年３月３１日までの間に開始する各事業年度について
は、上表B欄中の「１０％」を「１２％」と、「８％」を「１０％」とします。

激化する国際競争に勝ち抜く産業競争力を実現するために、民間企業の研究

開発のより一層の促進が不可欠であるといえます。そのために、研究開発促進

税制の恒久的措置に加え、研究開発投資の増加額について税額控除の優遇措置

を講じることにより、研究開発投資へのインセンティブが強化されます。

q 試験研究費の総額に係る税額控除制度と増加試験研究費に係る税

額控除制度の統合

A 改正前の試験研究費の総額に係る税額控除制度（総額型）

試験研究費の総額に係る税額控除制度は、試験研究費の総額に対し次の控除

割合（以下「試験研究費の総額に係る税額控除割合」といいます。）を乗じた

税額控除を行うことができるというものです（ただし、当期の法人税額の２０％

を限度とします。）。

試験研究費の総額に係る税額控除割合は、当期の試験研究費の総額の当期以

前４年間の平均売上金額に対する割合（以下「試験研究費割合」といいます。）

に応じて、次のとおりです。

B 改正前の増加試験研究費に係る税額控除制度（増加型）

増加試験研究費に係る税額控除制度は、適用年度の試験研究費の額が比較試

験研究費の額を超える場合には、比較試験研究費の額を超える額の１５％相当額

を法人税額から控除することができるというものです。

この場合の比較試験研究費の額とは、適用年度の開始の日前５年以内に開始

した事業年度（比較事業年度）の試験研究費の額のうち多い方から３期分の平
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均額をいいます。

C 総額型と増加型の統合

今年の改正では、従来、選択制となっていた上記AとBの制度について、A

試験研究費の総額に係る税額控除制度を恒久的措置として、B増加試験研究費

に係る税額控除制度を２年間の時限的措置（平成１８年４月１日から平成２０年３

月３１日までの間に開始する各事業年度について適用）として、試験研究費の総

額に係る税額控除制度に統合する形で行われました。

平成１８年４月１日から平成２０年３月３１日までの間に開始する各事業年度にお

いて、試験研究費のうち比較試験研究費を上回る部分（増加額）について、さ

らに５％の税額控除が追加されました。この場合の比較試験研究費とは、過去

３事業年度の試験研究費の平均額をいいます。また、当年度の試験研究費の額

研究開発税制の見直し（「増加型」と「総額型」の統合）

改正前 改正後

―下記の選択制― ―制度を統合―

増加額 ｝１５％ !
#
#
#
#
"
#
#
#
#
$

制度の統合

増加額 ｝１５％
（注２）

比較試験
研究費

or 総額
１０％＋２％
（上乗せ）
（注１）

比較試験
研究費

!
%
%%%%%%"
%%%%%%%
$

１０％＋２％
（上乗せ）

【増加型】 【総額型】 【増加型＋総額型】

増加型と総額型の統合により研究開発費を増加させ
るインセンティブを付与。
〔オーファンドラッグ（希少疾病用医薬品及び希少
疾病用医薬機器）の試験研究費については、産学官連
携の場合と同様一律１２％の税額控除を行う。〕

（注１） 総額型の控除率は、売
上高に占める試験研究費
の割合に応じて８～１０％
（中小企業者等について
は１２％）となる。

（注２） 増加額については、総額型の控除率に５％上乗
せすることになる。すなわち、増加額については、
大企業は１３～１５％、中小企業者等は１７％の控除率
となる（２年間（平成１８年４月１日から平成２０年
３月３１日までの間）の時限措置）。

（出所） 財務省資料



26

����
����
����
����
����
����

����
����
����
����
����
����

����
����
����
����
����
����

��
��
��
��
��
��

��������
����
����

����
����

��
��

����
����
����

◆税額控除額の計算例◆
～試験研究費を７０億円から１００億円に増額した場合～

A 平成１８年度試験研究費：１００億円
B 税額控除割合：１０％
C 比較試験研究費：７０億円（１５年度：６０億円、１６年度：７０億円、１７年度：８０億円）

試験研究費割合＝
当期の試験研究費の総額

売上金額（当期を含む過去４年間の平均売上金額）

税額控除割合

総額型（上記図A部分） 増加型（上記図B部分のみ）

１０％以上 １０％
○＋５％

１０％未満 ８％＋試験研究費割合×０．２

＜税額控除額の計算＞

【恒久的措置A】 １００億円×１０％＝１０億円
【時限措置 B】 （１００億円－７０億円）×５％＝１．５億円
【控除合計額A＋B】１０億円＋１．５億円＝１１．５億円

（ただし、法人税額の２０％が限度）

が、直近の２事業年度のうち最も多い事業年度の試験研究費よりも多いことが

条件となります。この結果、恒久的措置である試験研究費の総額に係る税額控

除制度が８％～１０％の税額控除となりますので、試験研究費増加額（下図のＢ

の部分）については５％が追加され、合計１３％～１５％の税額控除となりました。

B増加
額

基
準
試
験
研
究
費

比較試
験研究
費

A A A

前々々期 前々期 前期 過去３期の
平均

当 期
過去２期の
最多よりも
多い

当 期
過去２期の
最多よりも
少ない

当 期
比較試験研
究費より少
ない

増
加
型

総
額
型
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個人事業者の場合は、平成１９年分以後の各年分について適用され、平成
１８年分までは、なお従前の例によります。（平１８改所法附７９A）

税額控除額 ＝ 試験研究費の額×１２％ ＋ 試験研究費増加額×５％

2 情報基盤強化税制の創設
（法措法４２の１１、６８の１５、所措法１０の６）

r 中小企業技術基盤強化税制の拡充

中小企業の試験研究費の税額控除制度についても、平成１８年４月１日から平

成２０年３月３１日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費のうち比

較試験研究費を上回る部分（増加額）について、５％の税額控除が追加されまし

た。

この結果、中小企業の試験研究費の税額控除制度については、恒久的措置の

部分が一律１２％であることから、試験研究費増加額に対して合計１７％の税額控

除となりました。（ただし、法人税額の２０％が限度です。）

s 特別試験研究費等の範囲の拡充

産学官連携の共同研究・委託研究に係る税額控除制度について、試験研究費

の額のうち国の試験研究機関又は大学と共同して行う試験研究、国の試験研究

機関又は大学に委託する試験研究の適用対象となる特別試験研究費等の範囲

に、「希少疾病用医薬品」及び「希少疾病用医療機器」に関する試験研究費が

加えられました。

û注 「研究開発税制における増加試験研究費の特別税額控除」と「研究開発税制における

試験研究費の総額に係る特別税額控除制度の特別税額控除」は廃止されました。

情報セキュリティの強化及び産業・国際競争力の強化の観点から、高度な情

報セキュリティが確保された情報システムの導入により、企業の部門間、企業

間の情報システム投資を促進することを目的として、情報基盤強化税制が創設

されました。

この情報基盤強化税制は、青色申告書を提出する事業者が、平成１８年４月１

日から平成２０年３月３１日までの間に、産業競争力の向上に資する設備等であっ
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＜情報基盤強化税制の概要＞ 平成１８．４．１～平成２０．３．３１

償却限度額 ＝ 普通償却 ＋ 基準取得価額×５０％

（特別償却）
選択

＝ 通常納める法人税等 －法人税等 基準取得価額×１０％

（特別税額控除）

（注） ただし、この制度は、当期の法人税額の２０％相当額を限度とし、控除限度超過額に

ついては１年間の繰越しができます。また、基準取得価額とは、取得価額×７０％をい

います。

●中小企業者のリース税額控除

平成１８．４．１～平成２０．３．３１

資本金１億円
以下の法人

!
#
%

リース費用
の総額 × ４２％

"
$
&
× １０％の特別税額控除

【対象投資の内容】

A 基本システム

イ サーバー用のオペレーティングシステム

ロ サーバー用の電子計算機

B データベース管理ソフトウェア又はデータベース情報加工ソフトウエア

C ファイアウォールソフトウェア又はファイアウォール装置（＊）（A又はBと同時に設置するもの）

＊１ いずれも ISO等に基づいて評価・認証されたものに限ります。
＊２ 年間投資額は、資本金１億円以下の法人は３００万円以上、資本金１億円超１０

億円以下は３，０００万円以上、資本金１０億円超は１億円以上です。（リースの場合
リース費用の総額は４２０万円以上）

て情報セキュリティ対策に対応したものの取得等をして、これを国内にある事

業の用に供した場合には、その設備等の基準取得価額の５０％相当額の特別償却

と１０％相当額の特別税額控除との選択適用ができるものです。

また、資本金１億円以下の中小企業については、リース費用の総額が４２０万

円以上の一定のリース資産の賃借をして、これを国内にある事業の用に供した

場合には、リース費用の総額の４２％相当額について、その１０％相当額の特別税

額控除ができることとされました。
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この改正は、平成１８年４月１日以後に取得等をする減価償却資産につい
て適用し、同日前に取得等したものは、なお従前の例によります。（平
１８改所法等附１０５、８１）

七 組織再編税制等の改正

1 株式交換・株式移転に係る税制の本則化と税制の整備
（法法６１の２、６１の１１、６１の１２、６２の９、６３、８１の９）

〔課税繰延措置の要件〕

改正前 改正後

特定子会社株主の簿
価（株主５０人以上で
あれば、当該子会社
の簿価純資産額）

特定親会社での
特定子会社株式
の受入価格

≦

かつ、
交付金銭割合 ＜ ５％

特定子会社の株
主が、特定親会
社株式以外の資
産の交付を受け
ていない場合

課税操延できる

平成１３年度及び１４年度の税制改正により、組織再編税制が整備され、連結納

税制度が創設されるなどの大改正が行われましたが、その後の経済環境の変化

などを受けて平成１８年度の税制改正においても次の見直しが行われました。

新会社法の制定に合せ、他の組織再編行為との課税の公平性や租税回避の防

止、株式交換制度の円滑な利用促進の観点からこれまで租税特別措置法（旧６７

の９・６７の１０）事項であった制度が本則化され、次の見直しが行われました。

q 完全子法人株式の譲渡損益の繰延べ（法法６１の２）

株式交換・株式移転により完全子会社となる法人（特定子会社）の株主には、

特定子会社の株式と交換に完全親会社となる法人（特定親会社）の株式が交付

されます。この場合において、株式の譲渡が行われたものとして、特定子会社

の株主に課税が行われますが、次の条件を満たした場合には、特定子会社の株

主に係る株式譲渡損益の課税が繰り延べられることになりました。

r 完全子法人が有する資産（下記※）の時価評価による評価損益の計上
（法法６２の９、６３）

次のいずれにも該当しない株式交換が行われた場合には、その完全子法人が
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a. 企業グループ内の株式交換・株式移転

b. 共同事業を営むための株式交換・株式移転

・固定資産 ・土地等 ・有価証券 ・金銭債権 ・繰延資産
○注 これらのうち、含み損益が資本金等の額の２分の１又は１，０００万円とのいずれか少
ない金額に満たないものは除かれます。

この改正は、平成１８年１０月１日以後に行われる株式交換及び株式移転に
ついて適用されます。（平１８改所法等附２４、３５、４０、４１、４７）

2 非適格合併等に係る受入処理の見直し

資産・負債の純資
産価額（A）

と
移転の対価の額

（B）
資産又は負債に計上

有する資産について、時価評価による評価損益の計上等を行うことになりまし

た。

従来の組織再編税制は、合併、会社分割、現物出資、事後設立を対象とし、

株式交換、株式移転は別の取扱いをしていましたが、この改正により、株式交

換、株式移転も他の組織再編行為と同列の取扱いがされるようになりました。

※時価評価の対象となる完全子法人が有する資産

非適格合併等により資産の移転を受けた場合には、企業結合会計の取扱いに

応じた次の措置が講じられます。

q 「のれん」又は「負ののれん」の計上

受け入れた資産及び負債の純資産額（A）とその資産の移転の対価の額（B）

との差額は、資産調整勘定（A＜Bの場合）又は負債調整勘定（A＞Bの場合）

として資産又は負債に計上することになりました。

r 退職給与に係る債務の計上（法法６２の８）

企業結合会計の適用が開始されるに伴い、企業会計と税法上の取扱いが相違

することによる税務上の問題が生じないように、退職給付引当金の取扱いを企

業会計に合わせることになりました。
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非適格合併等に伴う引継従業者の退職給
与に係る債務（退職給与債務引受額）

負債調整勘定の金額とし
て、負債の部に計上する

この改正は、会社法の施行の日（平成１８年５月１日）以後に行われる非
適格合併等について適用されます。（平１８改所法等附３９）

八 国際課税関係の改正

1 非永住者制度の対象者の見直し
（所法２A四）

改正前 改正後

非永住者の
範囲

居住者のうち、国内に
永住する意思がなく、
かつ、現在まで引き続
いて５年以下の期間国
内に住所又は居所を有
する個人

居住者のうち、日本国
籍を有しておらず、か
つ、過去１０年間のうち
５年以下の期間国内に
住所又は居所を有する
個人

この改正は、平成１８年４月１日以後の非永住者の判定について適用され
ます。（平１８改所法等附３）

2 過少資本税制の見直し
（措法６６の５）

非永住者制度の対象者を、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去

１０年間のうち５年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人とされました。

会社が資金を調達する場合、法人税法上、出資に対する対価である支払配当

については損金算入が認められませんが、借入れに対する対価である支払利息

については損金算入が認められています。例えば、子会社が親会社から資金を

調達する場合、親会社から出資を受けるより借入れを行った方が、支払利息を

損金計上できる分だけ、子会社の税負担が軽くなってしまいます。

この場合、親子会社とも国内の法人であれば、子会社が損金算入した支払利
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この制度は、わが国の法人が各事業年度において、その国外支配株主等からの利付負
債の平均残高が国外支配株主等の資本持分の３倍に相当する金額を超える場合、その国
外支配株主等に支払う負債の利子の額のうち、その超える部分に対応する部分の金額は
その法人の所得金額の計算上損金の額に算入しないというものです。

【出資により資金調達する場合】 

《過少資本税制による租税回避の防止》 

【出資に代えて借入れにより資金調達する場合】 

（日本） 

出資 

配当 

（外国） 

子会社 

配当は損金 

算入できない 

親会社 

出資を増やし 
ても 
課 税 所 得 
減 少 せ ず 

借入 

利子 

（外国） 

親会社 

（日本） 

子会社 

利子は損金 

算入できる  

出資に代えて 
借入れを増やすと 
課 税 所 得 
減 　 　 少 

外国親会社等 

に対する負債 

の平均残高 

原則として、 
外国親会社の資 
本持分の３倍に 
相当する金額 

超過分に対応  
する支払利子の 

損金算入否認 

本来出資によるべき子会社の資本部
分を、過大な借入れ（過少資本）とい
う形態に代えることにより、我が国で
の税負担を軽減することができる。 

超 過 分 

¸ 国外支配株主等に対する負債から、借入れと貸付けの対応関係が明らかな債券現先
取引（レポ取引）等に係る負債を控除することができることになりました。この場合
において、適用要件となる国外支配株主等に対する負債の国外支配株主等の資本持分
に対する倍率は、２倍超とされます。

息は、親会社において受取利息として益金算入されますので、原則として影響

がありませんが、子会社がわが国の法人で親会社が海外の法人である場合、子

会社が親会社からの出資を減らし、その分借入れを増やすと、わが国における

税負担を少なくすることができます。

そこで、このようなわが国における税負担の軽減を防止するため、わが国に

ある外資系企業等が海外の親会社等（「国外支配株主等」といいます）に支払

う利息のうち一定額を損金不算入とするという過少資本税制（「国外支配株主

等に係る負債の利子等の課税の特例」）が平成４年から設けられています。

【過少資本税制の概要】

この国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例（いわゆる過少資本税

制）について、次の措置が講じられました。
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¹ 対象となる負債及びその負債の利子に、次のもの（我が国の法人税の課税対象所得
に含まれる負債の利子等を除く。）を加えられました。
A 国外支配株主等が債務の保証をすることにより第三者が資金を供与した場合の債
務の保証料

B 国外支配株主等から借り入れた債券を担保に第三者が資金を供与した場合の債券
の使用料又は債務の保証料

¸の改正は平成１８年４月１日以後に終了する事業年度について、¹の改
正は平成１８年４月１日以後に開始する事業年度についてそれぞれ適用さ
れます。（平１８改所法等附１１４）

3 条約相手国から犯則調査目的の情報提供要請に基づ
く情報収集手続の整備
（「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」の１０条の２、１０条の３）

改正前 改正後

条約相手国から
犯則事件の調査
に必要な情報提
供の要請があっ
た場合

我が国にも課税利益
がある場合以外の情
報提供の要請に基づ
く情報収集は行うこ
とができない

我が国に課税利益が
ない場合も含め、任
意調査を行うことが
できる（司法審査を
経た上で、強制調査
を行う）

租税条約上の情報交換規定により、税法の適正な執行のために必要な情報を

国内法制の範囲内で交換することとなっていますが、近年の脱税等のいわゆる

犯則事件調査のための情報交換の必要性に対する各国税務当局の認識が高まっ

ています。ところが、わが国の法制は、相手国からの情報提供要請が犯則事件

の調査を目的とする場合には、これに基づく情報収集は行うことができず、相

手国への情報提供が困難で、国際的な互恵主義の観点からも、国際的な潮流に

反し、国際的信任が低下するおそれがありありました。

そこで、条約相手国から犯則事件の調査に必要な情報提供の要請があった場

合に、我が国に課税利益がない場合も含め、任意調査を行うことができること

になりました。また、司法審査を経た上で、強制調査を行うことができること

になりました。
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4 移転価格税制の「独立企業間価格」の算定方法の整備
（措法６６の４）

¸ 類似の事業を営む法人の当該事業に係る営業利益を基に算定する方法（取引単位営
業利益法に対応する方法）

¹ 「国外関連取引」に係る事業に係る連結利益を調査対象法人と国外関連者との間で
分割して算定する方法（利益分割法に対応する方法）

この改正は、平成１８年４月１日以後に開始する事業年度の所得について
更正又は決定をする場合に適用されます。（平１８改所法附１１３）

独立企業間価格の算定方法
推定課税における

独立企業間価格の算定方法

独立価格比準法
同種同様の状況下で行った
非関連者間取引の対価の額

―

法人が、国外関連者との間で資産の販売や購入や役務の提供などの取引を

行った場合に、これらの「国外関連取引」につき、その法人が国外関連者から

支払を受けた対価の額が、「独立企業間価格」に満たないとき、又は、その法

人がが国外関連者に支払う対価の額が、「独立企業間価格」を超える場合には、

その法人の所得及び解散による清算所得に係る法人税法上、これらの「国外関

連取引」は、「独立企業間価格」で行われたものとみなされます。

独立企業間価格＝独立した企業間（非関連者間）で通常成立すると認められ

る取引価格

国外関連取引＝国外関連者との間で資産の販売や購入や役務の提供などの

取引を行った場合の取引

この国外関連者との取引に係る課税の特例（いわゆる「移転価格税制」とい

います。）について、従来の「独立企業間価格」の算定方法に合わせ、「独立企

業間価格」の算定に必要な帳簿書類の提出がない場合の推定課税における「独

立企業間価格」の算定方法に、次のものが加えられました。
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再販売価格基準法
比較対象取引に係る売上総
利益を基礎として算定

類似法人の比較対象事業に係る
売上総利益を基礎として算定

原価基準法
比較対象取引に係る売上総
利益を基礎として算定

類似法人の比較対象事業に係る
売上総利益を基礎として算定

取引単位営業利益法
比較対象取引に係る営業利
益を基礎として算定

類似法人の比較対象事業に係る
営業利益を基礎として算定 新

規
追
加利益分割法

国外関連取引に係る利益を
関連者間で分割して算定

国外関連取引に係る事業に係る
連結利益を関連者間で分割して
算定

5 租税条約を実施するための措置

日英条約（全面改正）

A 投資所得の源泉地国課税（限度税率）の引下げ

現行条約 新条約 日米条約（参考）

配当
親子間 １０％ 免税又は５％ 免税又は５％

その他 １５％ １０％ １０％

利子 １０％
免税（金融機関等）
１０％（その他）

免税（金融機関等）
１０％（その他）

使用料 １０％ 免税 免税

日印条約（部分改正）

現行条約 新条約

配当 １５％ １０％

利子
１０％（銀行）
１５％（その他）

１０％

使用料等 ２０％ １０％

平成１７年の７月には日英租税条約は全面的に改正することとされ、平成１７年

の１０月には日印租税条約は部分的に改正することをそれぞれ基本合意しまし

た。その内容は以下のとおりです。
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¸ 我が国の居住者等が条約相手国との間で課税上の取扱いの異なる事業体を通じて支
払を受ける配当等につき、所得税に加えて住民税も対象とする租税条約の適用がある
場合における所得税と住民税との配分のために必要な規定の整備が行われました。

¹ 基本合意された日英租税条約に特典条項が設けられることに伴う規定の整備が行わ
れました。

º 外国の芸能法人等に対する租税条約の免税手続及び特典条項のある租税条約に定め
られた適格性に関する権限ある当局の認定手続の規定の整備が行われました。

» 我が国の居住者又は我が国に恒久的施設を有する第三国の居住者が、事業体を通じ
て支払を受ける配当につき租税条約の特典を受けた場合における申告不要制度の適用
に関する規定の整備が行われました。

¼ その他所要の規定の整備が行われました。

6 期限延長

¸ 民間国外債等の利子の課税の特例の適用期限が平成２０年３月３１日まで２年延長され
ました。（措法６）

¹ 特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税の特例の適用期限
が平成２０年３月３１日まで２年延長されました。（措法７）

º 外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例の適用期限が平成２０年３月
３１日まで２年延長されました。（措法４２の２）

今年の税制改正で、租税条約を実施するために国内法制を整備する必要から、

次の措置が講じられました。

その他国際課税関係で次の改正が行われました。
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一 地震対策税制

耐震改修促進税制は平成１８年４月から、地震保険料控除制度は平成１９年
分以後の所得税から適用されます。（平１８改所法等附１、１０、７６）

1 既存住宅の耐震改修に係る所得税額の特別控除制度の創設
（措法４１の１９の２）

今年の改正では、昨今の地震に対する意識の高まりと状況を踏まえ、建築物

の耐震化率を今後１０年間で９０％まで引き上げることを目標に、耐震性が確保さ

れた良質な建築物のストックの形成を促進し、国民の地震等への不安を解消す

るための税制上の支援策が創設されました。

まず、一定の区域において、昭和５６年５月３１日以前に建築された一定の家屋

について、新たな耐震基準を満たすための耐震改修を行った場合に、所得税額

の特別控除を認める制度が新設されました。また、所得税の損害保険料控除制

度が見直され、地震保険料控除制度が新たに設けられました。

さらに、事業用の建築物については、建築物の耐震改修の促進に関する法律

の認定計画に基づいた工事等が行われた場合の特別償却制度が設けられまし

た。

今年の改正で、平成１８年４月１日から平成２０年１２月３１日までの間に、一定の

区域内において、その者の居住の用に供する家屋（昭和５６年５月３１日以前に建

築された家屋で一定のもの）の耐震改修（建築基準法に基づく現行の耐震基準

（昭和５６年６月１日施行）に適合させるための耐震改修をいいます。以下「住

宅耐震改修」といいます。）をした場合には、次の金額が税額控除の対象とな

りました。

土地建物に係る税制の
改正のポイント
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その者の居住の用に供する
家屋について

住宅耐震改修に要し
た費用の額

×１０％＝
所得税額の特別控除の額

（最高２０万円。１００円未満の端数切
捨て）

A 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の地域住宅

計画（住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものに限ります。）

B 建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「耐震改修促進法」といいます。）の耐震改

修促進計画（住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものに限ります。）

C 住宅耐震改修促進計画（地方公共団体が地域の安全を確保する見地から独自に定める計画

で、昭和５６年５月３１日以前に建築された住宅につき、住宅耐震改修のための一定の事業を

定めたものをいいます。）

この税額控除制度は、確定申告書に、次に掲げる明細書及び書類等の添
付がある場合に適用されます。

A 当該控除金額の計算に関する明細書

B 地方公共団体の長の次に掲げる事項を記載した「住宅用耐震改修等証明書」

a 当該一定の区域内の家屋である旨

b 当該住宅耐震改修をした家屋である旨

c 当該住宅耐震改修の費用の額

一定の区域 一定の区域とは、次に掲げる計画に定められた区域をいいます。
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2 地震保険料控除の創設
（所所法７７、地地法３４、３１４の２）

¸ 居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地
震等を原因とする火災等による損害に基因して保険金又は共済金が支払われる地
震保険契約に係る地震等損害部分の保険料又は掛金（以下「地震保険料」という。）
の全額がその年分の総所得金額等から控除できるようになります（最高５万円）。
（注） 住民税においても所得税と同様の措置が創設されました。ただし、控除金
額は、該当地震保険料の金額の２分の１に相当する金額となります（最高２万
５千円）。

¹ 経過措置として、平成１８年１２月３１日までに締結した長期損害保険契約等（上記¸
の適用を受ける地震保険料に係るものを除きます。）に係る保険料等については、
従前の損害保険料控除を適用します（最高１万５千円。住民税は最高１万円）。

º 上記¸と¹を同時に適用する場合には、合わせて最高５万円（住民税は最高２万
５千円）が限度とされます。

改正前 改正後

損害保険料控除（所
得税最高１万５千円
まで一定控除）
＊住民税は最高１万円

地震保険料控除（所得税最
高５万円まで全額控除）
＊住民税は最高２万５千円ま

で⇒２分の１を控除

これらの改正は、平成１９年分以後の所得税について適用されます。また、
平成２０年度分以後の個人住民税について適用されます。（平１８改所法等
附１０、平１８改地法附５D、１１D）

今年の改正で、所得税・個人住民税の損害保険料控除制度が大幅に見直され、

地震保険料が対象とされる地震保険料控除として生まれ変わりました。改正前

の損害保険料控除額の最高額は１万５千円（住民税は１万円）ですが、地震保

険料については最高５万円（住民税は２万５千円）の所得控除に拡大されまし

た。
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3 事業用建築物には２年間の特別償却措置の導入
（法措法４４、所措法１１の２）

改正後

特別償却
耐震改修工事に伴って取得

× １０％又は建設をされる建物の部分

4 既存住宅を耐震改修した場合の固定資産税の減額制度の創設
（地法本法附１６H）

改修の時期 減額年分 減額される割合

平１８．１．１～平２１．１２．３１ ３年度分
１
２

平２２．１．１～平２４．１２．３１ ２年度分

平２５．１．１～平２７．１２．３１ １年度分

青色申告書を提出する事業者が、平成１８年４月１日から平成２０年３月３１日ま

での間に、特定建築物について耐震改修促進法の認定計画に基づく耐震改修工

事が行われる場合において、その特定建築物につき耐震改修に係る所管行政庁

の指示を受けていないときは、その工事に伴って取得又は建設をされる建物の

部分について１０％の特別償却ができる措置が講じられました。

特定建築物 特定建築物とは、事務所・店舗・百貨店・ホテル・賃貸住宅等の多

数の人が利用する建築物で一定規模以上のものをいいます。

〈地震防災対策用資産〉

昭和５７年１月１日以前から存していた住宅について、平成１８年１月１日から

平成２７年１２月３１日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準（昭和５６年

６月１日施行）に適合させるよう一定の改修工事（１戸当たりの工事費が３０万

円以上のものに限ります。）を施した場合において、その旨を市町村に申告し

たものに限り、当該住宅に係る固定資産税の税額を一戸当たり１２０m２相当分を

限度として２分の１減額できることになりました。

減額は、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税から、工事完了時期

に応じ、次のとおり実施されます。

※減額の対象は、１戸当たり１２０平方メートル相当分までとされます。
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早く改修するほど減額措置は長く受けられる仕組みとなっています。

二 土地流通課税

1 土地を売買した場合の所有権移転登記の登録免許税
の軽減措置の延長等

登記の区分 本則税率 改正後・軽減措置
売買による所有権の移転登記 ２０

１，０００
１０
１，０００

所有権の信託の登記 ４
１，０００

２
１，０００

本則税率 特例・H１５．４．１～
H１８．３．３１

改正後・H１８．４．１～
H２０．３．３１

売買による
所有権の移
転登記

土地 ２％ １％ １％

建物 ２％ １％ ２％

所有権の信
託登記

土地 ０．４％ ０．２％ ０．２％

建物 ０．４％ ０．２％ ０．４％

所有権の保
存登記

土地 ０．４％ ０．２％ ０．４％

建物 ０．４％ ０．２％ ０．４％

û注 建物等については、平成１８年４月１日以後本則税率が適用されることになります。

〈申告手続〉

減額を受けようとする対象住宅の所有者は、現行の耐震基準に適合した工事

であることにつき、地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関又は指定確

認検査機関が発行した証明書を添付して、改修後３月以内に市町村に申告しな

ければなりません。

アドバイス アドバイス 

土地有効利用を推進し、都市・地域経済の再生を進めるとともに、デフレ脱

却に向けて土地・住宅投資等の活発化を引き続き後押しするために、土地流通

課税について次の特例措置が講じられました。

q 土地の売買に係る所有権移転登記等の登録免許税の税率軽減措置
（措法７２）

平成１８年４月１日から平成２０年３月３１日までの間の措置として、土地に関す

る次の登記に対する登録免許税の税率が、それぞれ次のとおり軽減されました。
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住宅用家屋の軽減措置は平成１９年３月３１日まで存続!（措法７２の２、７３，７４）

種類 本則税率 H１５．４．１～
H１８．３．３１の間

軽減税率
H１９．３．３１まで

所有権保存登記 ０．４％ ０．２％ ０．１５％

所有権移転登記 ２％ １％ ０．３％

抵当権の設定登記 ０．４％ ０．４％ ０．１％

改正前
～H１８．３．３１

改正後
H１８．４．１～

A 不動産の所有権の移転登記 ６／１，０００ ８／１，０００

B 質権又は抵当権の移転登記 １／１，０００ １．５／１，０００

2 不動産取得税の標準税率の特例措置の延長等

¸住宅及び土地に係る特例
措置

平成２１年３月３１日まで延長

¹店舗、事務所等の住宅以
外の家屋に係る特例措置

廃止（ただし、平成１８年４月１日から平成２０年３月３１日ま
での２年間に限り、標準税率を３．５％とする経過措置あり）

r 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場

合等の所有権移転登記等に対する税率の軽減措置の延長等（措法８３の３）

特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有

権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を次

のとおり引き上げたうえ、その適用期限が平成２０年３月３１日まで２年延長され

ました。

不動産流動化の促進を図るため、土地・建物に係る不動産取得税を軽減する

特例措置が次のように講じられました。

q 不動産取得税の標準税率の特例措置の延長等（地法附１１の２）

不動産取得税の標準税率（本則４％）を３％としている特例措置について、

次のとおり改正されました。
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区 分 改正前 改正後

住宅関係
土 地

３％
（本則４％）

３％
（H１８．４．１～H２１．３．３１）

家 屋

店舗、事務所、
商業地等

土 地

３％
（本則４％）

３％
H１８．４．１～H２１．３．３１

・経過措置 ３．５％
H１８．４．１～H２０．３．３１

家 屋
・経過措置後４％
H２０．４．１～H２１．３．３１

固定資
産税評価額
※１

×
３％
（本則４％）

※２
＝ 不動産取得税 ………V

不動産取得税の税額計算

※１ 宅地等の課税標準を
１
２
とする特例�平成２１年３月３１日まで２年延長

※２ 前ページのとおり住宅及び土地については３％、非住宅用建物については３．５％（経
過措置：平１８改地法附８K）

r 宅地及び宅地比準土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価

格の２分の１とする特例措置の延長（地法附１１の５）

宅地及び宅地比準土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の２分の

１とする特例措置について、平成２１年３月３１日まで延長されました。なお、本

特例措置の延長に伴い、所要の調整措置が講じられました。

s 新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置の延

長（地法附１０の２）

新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置（床面積の２倍

（２００ｍ２を限度）相当額の減額）について、土地取得後の住宅新築までの経

過年数要件を緩和する特例措置の適用期限が平成２０年３月３１日まで２年延長

されました。
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◇特例適用住宅の要件

新築住宅の場合
家屋の床面積が５０m２（戸建以外の貸家は４０m２）以上２４０m２以
下であること

住宅用地等を取得した場合の税額の軽減措置

特定の住宅用地を取得した場合に限り、次のような不動産取得税の減額措置が設けら
れています（地法７３の２４）。

住宅用地の区分 減額措置適用後の税額

特定の住宅用地
前ページの
Vの
税額

－

イ．１５０万円

ロ．１m
２当たり

の評価額 ×１２

×住宅の床面積×２

（２００を上限）

!
%#
#
"
#
#
%$

イ又は
ロのど
ちらか
多い方

×３％

●土地取得から住宅新築までの期間の特例

土地を取得した評価額から 改 正 前 改 正 後

原 則
２年以内に
住宅新築

特 例
３年以内に
住宅新築

… 平１８．３．３１までの取得 ! 平２０．３．３１まで延長

やむを得ない事情
４年以内に
住宅新築

… 平１８．３．３１までの取得 ! 平２０．３．３１まで延長

t 新築住宅の宅地建物取引業者等に係る不動産取得税の特例措置の

延長（地法附１０の２）

不動産取得税について、新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみ

なす日を住宅新築の日から１年（本則６月）を経過した日に緩和する特例措置

の適用期限が平成２０年３月３１日まで２年延長されました。
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3 土地に係る固定資産税の税負担の調整措置等の継続等
（地法附１７、１８）

イ 負担水準が７０％を
超える商業地等

当該年度の評価額の７０％が課税標準額とされます（従前のとお
り）。

ロ 負担水準が６０％以
上７０％以下の商業地
等

前年度の課税標準額が据え置かれます（従前のとおり）。

ハ 負担水準が６０％未
満の商業地等

課税標準額＝ 前年度の
課税標準額

＋
当該年度
の評価額

×５％

＊ただし、６０％を上回る場合は６０％相当額、２０％を下回る場合
は２０％相当額とされます。

＜商業地等の固定資産税の条例減額制度の延長＞
課税標準額の法定上限である７０％の場合に算定される税額から、地方公共団体の条例の
定めるところにより、当該年度の評価額の６０％から７０％の範囲で条例で定める割合によ
り算定される税額まで、一律に減額することができる措置が継続されます。（次ページ
の図参照）

イ 負担水準が８０％以
上の住宅用地

前年度の課税標準額が据え置かれます（従前のとおり）。

ロ 負担水準が８０％未
満の住宅用地

課税標準額＝ 前年度の
課税標準額

＋当該年度
の評価額

×住宅用地
特 例 率

１
６
又は１
３
×５％

＊ただし、８０％を上回る場合は８０％相当額、２０％を下回る場合
は２０％相当額とされます。

平成１８年度から平成２０年度までの土地に係る固定資産税の負担調整措置につ

いて、次のとおりとされました。

q 宅地

平成１８年度評価替えに伴い、宅地に係る負担調整措置については、商業地等

の宅地に係る課税標準額の法定上限（評価額の７０％）を維持するとともに、平

成１６年度から講じられている地方公共団体の条例による減額制度が継続されま

した。また、課税の公平及び制度の簡素化の観点から、負担水準が低い宅地に

ついて、その均衡化を一層促進する措置が講じられました。

r 商業地等（平成１８年度～平成２０年度）

s 住宅用地（平成１８年度～平成２０年度）
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※平成16年度において、栃木県宇都 
　宮市・小山市・鹿沼市の3市は。６０％ 
　まで、東京都（２３区）、徳島県吉野 
　川市、茨城県鉾田市は６５％まで上 
　限を引き下げている。 
　なお、減収補填措置は設けられてな 
　い。 

課税標準額を毎年 
５％相当額引き上げ 

公示地価等 
の７割 

１００％ 

７０％ 

６０％ 

４０％ 

３０％ 

２０％ 

１０％ 

公
示
地
価 評

価
額 負

担
水
準 

前年度課税標準額 

負担調整措置による上限 
負担水準が７０％を超 
える土地については、 
 ７０％まで 税率を引き 
下げ 

条例減額制度※ 

負担水準の上限を条例により、 
さらに  ６０％までの範囲  で税 
額を引き下げることができる。 

負担水準の 
上限 据え置き 

＜商業地等に係る負担調整措置と条例減額制度の仕組み＞

（経済産業省「平成１８年度税制改正について」より）

＊負担水準＝
前年度課税標準額

評価額

4 土地に係る都市計画税の税負担の調整措置等の継続等
（地法附２５、２５の３、２６、２７の２、２７の４）

t 平成１９年度及び平成２０年度における価格の修正（地法附１７の２）

据置年度において簡易な方法により価格の下落修正ができる特例措置が継続

されました。

u 著しい地価下落に対応した臨時的な税負担の据置措置（地法附２０）

廃止されました。

v 農地（地法附１９、１９の４）

イ 一般農地及び一般市街化区域農地に対する固定資産税の負担調整措置

は、従来と同様とされました。

ロ 特定市街化区域農地については、従来どおり一般住宅用地と同様の取扱

いとされました。

固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われました。
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5 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長
（地法附１６A、B）

中高層耐火建築物{５年間居住用部分の床面積（１戸当たり１２０ß以下）
に対応する税額の２分の１を減額

上記以外の一般住宅{３年間居住用部分の床面積（１戸当たり１２０ß以下）
に対応する税額の２分の１を減額

6 高齢者向け優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置の延長
（地法附１６F）

7 特定市の市街化区域農地を転用した場合の新築賃貸
住宅等の固定資産税の減額措置の見直し等

（地法附１６CD）

対 象 減額される期間
減額される割合

改 正 前 改 正 後

¸ 第１種中高層耐火建築
物である貸家住宅

最初の５年間
３
４

２
３

次の５年間
２
３

１
３

¹ 第２種中高層耐火建築
物である貸家住宅

最初の５年間
２
３

º 敷地 最初の３年間 １
３

１
６

新築住宅に係る固定資産税の減額措置（下の【参考】）の適用期限が平成２０

年３月３１日まで２年延長されました。

高齢者向け優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置（１２０ß相当部分につ

き５年間、税額３分の２を減額）の適用期限が平成２０年３月３１日まで２年延長

されました。

三大都市圏の特定市の市街化区域農地を転用して新築した一定の賃貸住宅及

びその敷地に係る固定資産税の減額措置について、次のとおり見直しを行った

うえ、その適用期限が平成２１年３月３１日まで３年延長されました。
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8 優良賃貸住宅等の割増償却制度の見直し
（法措法４７、所措法１４）

9 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例制度の見直し等
（法措法６５の７、所措法３７）

¸ 次の買換えは適用対象から除外されました。

A 誘致区域の外から内への買換えのうち、工場立地法に係る措置、都市計画区域内
の造成団地に係る措置、旧環境事業団法に係る措置、独立行政法人空港周辺整備機構
が空港周辺整備計画に従って整備した土地の区域に係る措置及び土地改良事業のうち
埋立地又は干拓地以外の農用地の造成に係る措置

B 低開発地域工業開発地区等及び誘致区域の外から低開発地域工業開発地区等内へ
の買換えのうち低開発地域工業開発地区に係る措置

C 特定農山村地域内の所有権移転等促進計画に定めるところによる買換え

D 沿道地区計画の区域内の沿道整備権利移転等促進計画に定めるところによる買換え

¹ 譲渡資産が土地等である場合の面積要件について、市街化区域又は既成市街地等の
内から外への買換えのうち畜産農業用の特例が廃止されました。

º 誘致区域の外から内への買換えのうち、臨港地区又は港湾区域内の公有水面の埋立
地の区域に係る措置について、買換資産が流通業務の総合化及び効率化の促進に関す
る法律の認定総合効率化計画に記載されたものに限定されました。

» 船舶から船舶への買換えのうち漁船から漁船への買換え以外のものについて、買換
資産が新造船又は環境負荷低減型の船舶に限定されました。

優良賃貸住宅等の割増償却制度について、中心市街地の活性化に関する法律

（仮称）の施行の日から平成２０年３月３１までの間に、同法の認定を受けた基本

計画に基づく中心市街地共同住宅整備事業（仮称）により建設される一定の優

良な賃貸住宅の取得等をした場合には、５年間３６％（耐用年数が３５年以上のも

のについては、５０％）の割増償却ができる措置が追加されたとともに、対象と

なる賃貸住宅から「特定優良賃貸住宅」が除外されました。

特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次のとおり見直しを

行ったうえ、その適用期限が平成２３年３月３１日（個人は平成２３年１２月３１日）ま

で５年延長されました。ただし、長期保有（１０年以上）土地等から国内にある

土地等、建物、構築物、機械装置等への買換え（措法６５の７A新十六・旧二十

二）については、適用期限が延長されなかったので平成１８年１２月３１日までとな

ります。
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1 物納制度の見直し

―物納制度の見直し・相続時精算課税の住宅取得等資金特例の２年延長―

相続税の物納制度について手続の明確化・迅速化等の観点から、納税環境整

備の一環として、A物納不適格財産の明確化、B物納手続の明確化、C物納申

請の許可に係る審査期間の法定等、D延納中に延納困難となった場合に物納を

認める制度の導入、E物納に係る利子税の整備等による利便性の向上等の見直

しが行われました。

イ 物納不適格財産の明確化等（相法４１）

A 物納不適格財産（相令１８）

管理処分不適格財産については、相続税法基本通達にその取扱いが明示されています。
しかし、それはあくまでも例示にすぎずその取扱いが不明確なところがありました。今
年の改正では、管理処分不適格要件に該当しなければ物納可能であることが明確化され
ました。次のものが物納不適格財産に該当します。

（一） 不動

産

イ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産

ロ 権利の帰属について争いがある不動産

ハ 境界が明らかでない土地

ニ 隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用

ができないと見込まれる不動産

ホ 他の土地に囲まれて公道に通じない土地で民法第２１０条（公道に至るた

めの他の土地の通行権）の規定による通行権の内容が明確でないもの

ヘ 借地権の目的となつている土地で、当該借地権を有する者が不明である

ことその他これに類する事情があるもの

ト 他の不動産（他の不動産の上に存する権利を含む。）と社会通念上一体

として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は２以上の

者の共有に属する不動産

チ 耐用年数（所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいう。）

を経過している建物（通常の使用ができるものを除く。）

リ 敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産

ヌ その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較し

て過大となると見込まれる不動産

相続税・贈与税の
改正のポイント
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B 物納劣後財産（相令１９）

市場で処分しやすい財産の物納を優先することとし、他に物納適格財産がない場合に
限り物納を認める財産が物納劣後財産として法令で規定されました。
いままで物納申請後に不適格とされることのあった非上場株式や市街化調整区域内の

農地や山林についても、一定の要件を満たせば物納ができることになりました。

ル 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不

動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産

ヲ 引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産（イに掲げ

るものを除く。）

（二） 株式

イ 譲渡に関して証券取引法その他の法令の規定により一定の手続が定めら

れている株式で、当該手続がとられていないもの

ロ 譲渡制限株式

ハ 質権その他の担保権の目的となつている株式

ニ 権利の帰属について争いがある株式

ホ 二以上の者の共有に属する株式（共有者の全員が当該株式について物納

の許可を申請する場合を除く。）

（三） その

他

（一）又は（二）に掲げる財産以外の財産（当該財産の性質が（一）又は（二）

に定める財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの）

イ 土地区画整理法による土地区画整理事業

ロ 新都市基盤整備法による土地整理

ハ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅

街区整備事業

ニ 土地改良法による土地改良事業

ホ 独立行政法人緑資源機構法の事業

（一） 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定され

ている土地

（二） 法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地

（三） 次のイからホまでに掲げる事業が施行され、その施行に係る土地につき当該イから

ホまでに規定する法律の定めるところにより仮換地（仮に使用又は収益をすることがで

きる権利の目的となるべき土地又はその部分を含む。）又は一時利用地の指定がされてい

ない土地（当該指定後において使用又は収益をすることができない当該仮換地又は一時

利用地に係る土地を含む。）

（四） 現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地（当該納

税義務者が当該建物及びその敷地について物納の許可を申請する場合を除く。）
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C 物納申請の却下及び再申請

物納申請された財産が物納不適格財産に該当する場合、又は物納劣後財産に該当する
場合であって他に物納適格財産を有するときは、税務署長は当該物納申請を却下するこ
とになりました。この場合において、申請者は、当該却下の日から２０日以内に、一度限
り物納の再申請をすることができることとされました。

ロ 物納手続の明確化（相法４２）

いままで物納申請を行ってから許可又は却下の通知があるまでに１年以上かかること
もあり、却下の場合には、納期限の翌日から延滞税が課されてしまうことがありました。
今年の改正では、このようなことがないように、３か月以内には通知をすることが明記
されました。
さらに審査に時間がかかることが多かった必要書類についても財産ごとに法定される

ことになり、審査の迅速化が図られ、より現実的に対応ができ易い物納制度となりました。

A 必要書類

物納財産を国が収納するために必要な書類として、物納財産の種類に応じ、登記事項
証明書、測量図、境界確認書、要請により有価証券届出書等を提出する旨の確約書等一
定の書類を定めるとともに、申請者は、これらの書類を物納申請時に提出することにな
りました。

B 必要書類の補正命令等

（五） 劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地

（六） 建築基準法に規定する道路に２メートル以上接していない土地

（七） 都市計画法の規定による都道府県知事の許可を受けなければならない同法に規定す

る開発行為をする場合において、当該開発行為が同法に掲げる基準（都市計画法施行令

に規定する技術的細目に係るものに限る。）に適合しないときにおける当該開発行為に係

る土地

（八） 都市計画法に規定する市街化区域以外の区域にある土地（宅地として造成すること

ができるものを除く。）

（九） 農業振興地域の整備に関する法律に規定する農業振興地域整備計画において同法の

農用地区域として定められた区域内の土地

（十） 森林法の規定により保安林として指定された区域内の土地

（十一） 法令の規定により建物の建築をすることができない土地（建物の建築をすること

ができる面積が著しく狭くなる土地を含む。）

（十二） 過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれ

がある不動産及びこれに隣接する不動産

（十三） 事業の休止（一時的な休止を除く。）をしている法人に係る株式
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提出された物納手続に必要な書類の記載に不備があった場合又は物納手続に必要な書
類の提出がなかった場合には、税務署長は、これらの必要書類の補正又は提出を申請者
に請求することができることになりました。
この場合において、請求後２０日以内に物納手続に必要な書類について補正又は提出が

されなかった場合には、物納申請を取り下げたものとみなされることになりました。

C 措置命令

税務署長は、１年以内の期限を定めて、廃材の撤去その他の物納財産を収納するため
に必要な措置（物納を許可するために必要なものに限る。）を講ずべきことを申請者に
請求することができることになりました。
この場合において、期限内に当該措置がされなかった場合には、物納申請を取り下げ

たものとみなされることになりました。

D 申請者による期限の延長等

物納手続に必要な書類の準備や廃材の撤去等の措置に時間を要する場合には、申請者
の届出により、上記A、B又はCに係る期限を、上記Aの場合には物納申請期限から、
上記B及びCの場合には必要書類の補正等の請求があった日からそれぞれ最長１年間延
長することができることになりました。
ただし、一度の届出で延長できる期間は３か月までとし、期間満了時には、１年に達

するまで、再届出により延長されました。

E 条件付許可

税務署長が物納を許可する際に、必要に応じ、後日において汚染地であったことが判
明した場合に必要な措置を講ずること、有価証券を売却するために必要な書類を提出す
ること等の条件を付すことができることになりました。
なお、その条件に違反した場合には、５年以内に限り、物納の許可を取り消すことが

できることになりました。

ハ 物納申請の許可に係る審査期間の法定等（相法４２）

A 審査期間の法定

（ア） 原則的な審査期間
税務署長は、物納申請の許可又は却下を物納申請期限から３か月以内に行うことにな
りました。
（イ） 例外的な審査期間
ただし、物納財産が多数となるなど調査等に相当の期間を要すると見込まれる場合に

は、６か月以内（積雪など特別な事情によるものについては、９か月以内）とすること
ができることになりました。

B 必要書類の提出期限が延長された場合

物納手続に必要な書類の提出期限が申請者の届出により延長された場合（上記ロD）
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における上記Aの審査期間は、当該届出（当該必要書類が提出されたものに限る。）に
係る延長期間の満了日から起算することになりました。

C 必要書類の補正等の求めがあった場合

物納手続に必要な書類の補正若しくは提出の請求又は廃材の撤去等の措置の請求が
あった場合（上記ロB及びC）には、その補正若しくは提出又は措置に要する期間（上記ロ
Dにより延長された期間を含む。）は、上記Aの審査期間に算入しないことになりました。

D 許可をしたものとみなされる場合

上記AからCまでの審査期間内に許可又は却下をしない場合には、物納を許可したも
のとみなされることになりました。

ニ 物納申請を却下された者の延納の申請（相法４４）

物納の許可を申請した者について、延納による納付が可能であることから物納申請の
全部又は一部が却下された場合には、２０日以内に延納の申請を行うことができることに
なりました。

ホ 延納中の物納の選択（相法４８の２）

相続税を延納中の者が、資力の状況の変化等により延納による納付が困難となった場
合には、申告期限から１０年以内に限り、延納税額からその納期限の到来した分納税額を
控除した残額を限度として、物納を選択することができる制度が創設されました。
この場合における物納財産の収納価額は、その物納に係る申請時の価額とされます。

ただし、税務署長は、収納の時までにその物納財産の状況に著しい変化を生じたときは、
収納時の現況によりその物納財産の収納価額を定めることができることになりました。

へ その他所要の措置（相法４１、５３）

A 金銭又は延納による納付困難要件について、その判定方法が明確化されました。
B 物納財産の性質、形状、その他の特徴により、金銭による納付を困難とする金額（物
納限度額）を超える金額の物納財産を収納することについてやむを得ない事情がある
と認められる場合には、税務署長は、当該財産の物納を許可することができることに
なりました。
C 物納により納付が完了されるまでの間について利子税の負担が求められることにな
りました。ただし、審査事務に要する期間については、利子税が免除されることにな
りました。

上記の改正は、平成１８年４月１日以後に相続又は遺贈により取得した財
産に係る相続税について適用されます。（平１８改所法等附５９）
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2 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例延長
（措法７０の３、７０の３の２）

平成１７年１２月３１日となっていた「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度

の特例」の適用期限が平成１９年１２月３１日まで２年間延長されました。

この特例は、親から贈与を受けた資金が一定の要件を満たす住宅の新築、取

得等に充てられた場合には、相続時精算課税制度に係る贈与者年齢要件（６５歳

以上）がなく、非課税枠が拡大（１，０００万円の上乗せ）されている制度です。

改正前 改正後

適用期限の延長 ～平成１７年１２月３１日まで ⇒ ～平成１９年１２月３１日まで

また、平成１５年度改正で、平成１７年１２月３１日まで適用する経過措置を設けた

上で、廃止された「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特

例」（いわゆる５分５乗方式）は、期限延長されず廃止となりました。

（制度のあらまし）

１．制度の概要
平成１５年１月１日以後の贈与から、選択により、相続税と贈与税を一体として精算す

る「相続時精算課税制度」が適用できます。さらに、平成１５年１月１日から平成１７年１２
月３１日（改正後；平成１９年１２月３１日）までの間に、「住宅取得等のための資金」の贈与
を受けた場合には、非課税枠が３，５００万円まで利用できます。
２．適用対象者
贈与税：６５歳未満の親からの贈与でも可能
受贈者：２０歳以上の子（推定相続人）
３．非課税限度額
２，５００万円の非課税枠に１，０００万円の住宅資金特別控除が上乗され、合計３，５００万円ま
で非課税となります。
【適用対象となる住宅の主な要件】

区 分 床面積 築後経過年数 工事費用

住宅の新築・取得、
買換え・建替え

５０m２以上 既存住宅の場合のみ
・耐火建築物 ：築後２５年以内
・非耐火建築物：築後２０年以内
・新耐震基準を満たすものは築後要件不要。

住宅の増築、改築、
大規模修繕等

（増改築後）
５０m２以上

工事費用
１００万円以上
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1 国から地方への３兆円の税源移譲
（所所法８９、地地法３５、３１４の３）

――住民税率は一律１０％に、所得税率は５％～４０％の６段階に――

真の地方分権を推進し、地方自治の確立を図るための「三位一体の改革」に

ついては、「平成１７年度の税制改正大綱」において、「三位一体改革の一環とし

て、平成１８年度税制改正においては、所得税から個人住民税への本格的な税源

移譲を実施」することが明らかとなり、平成１７年１１月末、政府・与党の間で４

兆円を上回る国庫補助負担金の改革と３兆円規模の税源移譲が決定されまし

た。これを受けて今年の改正で、所得税から個人住民税への３兆円規模の本格

的な税源移譲が実施されることになりました。この税源移譲にあたっては、所

得税及び個人住民税の役割分担を明確化するとともに、全ての納税者の負担が

増えないように最大限の配慮がされました。

具体的には、所得税においては所得再分配機能、個人住民税においては応益

性や偏在度の縮小といった観点を重視し、個人住民税の所得割を一律１０％とす

る比例税率化（フラット化）が行われました。これに対応して、所得税につい

ては最低税率を５％に引き下げ、最高税率を４０％にした上で、現行の４段階か

ら６段階の税率構造に改正されました。また、道府県民税と市町村民税の税率

については、国庫補助負担金改革における都道府県と市町村への影響額を基本

としつつ、基礎自治体である市町村の果たす役割にも留意し、道府県民税が

４％、市町村民税が６％とされました。

この改正により、税率構造が全面的に改められますが、あくまでも、国から

地方への税源移譲が目的とされていますので、個々の納税者の支払う所得税と

個人住民税との合計額に増減を伴うものではありません。しかし、個人住民税

が一律１０％にフラット化されることにより負担増となる層が生じたり、住宅

ローン控除の適用者の中には控除される所得税が減少する者も生じてくること

から、それらの場合については個人住民税で減額措置が講じられました。

国・地方を通ずる個人所得課税の
改正のポイント
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改正後

所 得 税 個人住民税
課税所得 税率 課税所得 税率
～１９５万円 ５％

一 律

※減税措置
全世帯において
人的控除の差を
考慮した減額措
置を実施

１０％

１９５万円超
～３３０万円 １０％

３３０万円超
～６９５万円 ２０％

６９５万円超
～９００万円 ２３％

９００万円超
～１，８００万円 ３３％

１，８００万円超 ４０％
減収額：３０，９７０億円程度 増収額：３０，１００億円程度

【所得税と住民税の税率構造の改正】

改正前

所 得 税 個人住民税 平
成
１８
年
度
税
制
改
正

課税所得 税率 課税所得 税率
～３３０万円 １０％ ～２００万円 ５％
３３０万円超
～９００万円 ２０％ ２００万円超

～７００万円 １０％

９００万円超
～１，８００万円 ３０％ ７００万円超 １３％
１，８００万円超 ３７％

所得税率については、平成１９年分以後の所得税について適用され、個人
住民税率については、平成１９年度分以後の個人住民税から適用されます。
（平１８改所法等附１１、平１８改地法附５B、１１B）

● 税源移譲は、概ね３兆円規模とし、所得税から個人住民税への恒久措置として行わ
れます。

・平成１８年度においては、暫定的措置として税源移譲額の全額（３兆９４億円）を所得譲
与税によって措置されました。

・税源移譲は平成１９年分の所得税及び平成１９年度分の個人住民税から適用されます。

● その際、個々の納税者の税負担が極力変わらないよう配慮しつつ、所得税及び個人
住民税の役割分担の明確化が図られます。具体的には、以下のとおりです。

・個人住民税は、応益性や偏在度の縮小といった観点を踏まえ、所得割の税率が１０％に
フラット化されました。

・所得税は、所得再分配機能が適切に発揮されるよう、より累進的な税率構造（最低税
率５％・最高税率４０％の設定）が構築されました。

・所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増については、所得税率の刻みや
個人住民税所得割額の減額措置により調整が行われました。

● 道府県民税と市町村民税の税率については、国庫補助負担金改革の影響額を基本と
しつつ、基礎自治体である市町村の果たす役割にも留意し、道府県民税４％、市町村
民税６％とされました。

平成１９年１月１日以後に支払うべき給与等については、今回の改正で設けら
れる新たな税額表等で源泉徴収を行います。また、同日以後に支払うべき公
的年金等について特定公的年金等に係る源泉徴収税率が５％（改正前１０％）
に引き下げられました。一方、個人住民税は、平成１９年６月から特別徴収さ
れる金額が変わりました。（退職所得に係る特別徴収税額表は廃止されまし
た。）

所法２０３の３、
所得別表第２
～第４、地法
別表１・２
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（合計税率） 

（所得税率） 

（個人住民税率） 

（課税所得）（万円） １８００ ９００ １９５ ３３０ ６９５ 

５％ 
１０％ 
１５％ 
２０％ 
２３％ 

３０％ 

４０％ 

５０％ 

６０％ 

３３％ 

４３％ 

（税率） 

個人住民税及び所得税の税率構造（改正後）

税源移譲にあたっての基本的考え方
所得税法及び地方税法本則の改正により、所得税から個人住民税へ恒久措置として本格的な税源移譲
を実施。その際、
A 所得税・個人住民税の役割分担を明確化

所 得 税：所得再分配機能!
$

"
$

#
個人住民税：応益性・偏在度の縮小 ⇒ フラット化

B 個々の納税者の負担の変動を極力抑制
C 全体として『あるべき税制』の方向性と整合的な姿を確保

個人住民税 
（現行） 

個人住民税 
（フラット化後） 

給与収入 ２３８０万円 １４２９万円 １１７３万円 ７８３万円 ５６８万円 ３２５万円 ２７０万円 

５ 

１０ 

２０ 

１３ 

３０ 

３７ 

所得税（現行） 

低所得部分 
　個人住民税：負担増 
　所得税：負担減 

高所得部分 
　個人住民税：負担減 
　所得税：負担増 

（財務省資料より）

※夫婦子２人の給与所得者の場合。
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2 人的控除額の差に基づく負担増の減額措置
（地法３７、３１４の６）

（イ） 人的控除額の差額の合計額 !
$

$"
$$$
#

いずれか小さい額×５％
（ロ） 個人住民税の合計課税所得金額

｛人的控除額の差額の合計額－（個人住民税の合計課税所得金額－２００万円）｝× ５％
※ただし、この額が２，５００円未満の場合は、２，５００円とする。

この改正は、平成１９年度分以後の個人住民税について適用されます。

3 住宅ローン控除適用者に対する調整措置
（地法附５の４）

個人住民税の課税所得が２００万円までで適用税率が５％だった層については、

税率が１０％になりますので、たとえ所得税率と個人住民税率の合計に変わりが

なくても、所得税と個人住民税の人的控除額の差により負担が増加するケース

が生じてきます。この税源移譲を行うことによる負担増を調整するため、個人

住民税の合計課税所得金額が２００万円以下の者については、人的控除額の差の

合計額又は個人住民税の合計課税所得金額のいずれか小さい額の５％を個人住

民税額から減額するなどの方法で対応することになりました。

具体的には、所得税と個人住民税の人的控除額の差額に基づく負担増を調整

するため、個人住民税所得割額から次の額が減額されることになりました。

イ 個人住民税の合計課税所得金額が２００万円以下の者

ロ 個人住民税の合計課税所得金額が２００万円超の者

（注）個人住民税の合計課税所得金額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林
所得金額の合計額とします。

平成１９年分以降の所得税で住宅ローン控除の適用がある場合、所得税と個人

住民税の比率が変わりますので、いままで控除できていた金額が控除できない

という問題が生じてきます。このような場合には、翌年度の個人住民税を減額

する方法で、住宅ローン控除制度を適用している者が不利にならないようにす
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《住宅ローン控除残額の計算式》

次表のAとBの
いずれか小さい
金額 －

当該年分の所得税額（住宅
借入金等特別税額控除の適
用がないものとした場合の
所得税額です。）

＝ 控除残額

＊翌年度分個人住民
税から減額できる

A 当該年分の住宅借入金等特別税額控除額

B 当該年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に税源移譲の
ための改正前の税率を適用した場合の所得税額（住宅借入金等特別税額控除の適用が
ないものとした場合の所得税額です。）

この措置は、対象者からの「減額申請書」による申請に基づき、市町村長
が税務署長に照会して減額すべき金額を確認する方法によって翌年度分の個
人住民税から減額を実施します。この措置によって生ずる平成２０年度以降の
個人住民税の減収額は、全額国費で補てんされます。
なお、「減額申請書」の提出は、所得税の確定申告を行う者は税務署へ確

定申告書とともに提出し、所得税の確定申告を行わない者は市町村へ提出す
ることになります。

るための調整措置が導入されることになりました。

つまり、個人住民税が従来の５％の税率から１０％の税率に引き上げられても、

全体として増税にならないようにするための措置として、原則として所得税を

減額することにより個人の税負担があまり生じないようにされました。しか

し、住宅ローン控除制度を適用している者の中には、所得税が０（ゼロ）の場

合やほとんど支払う必要のない者がいるため、所得税の減額だけで調整ができ

ない場合が出てきます。このような場合には次の一定の調整計算を行ったうえ

で個人住民税からその増税分に見合う額を控除できる措置がとられました。

すなわち、平成１９年分以降の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適

用がある者（平成１１年から平成１８年までに入居した者に限る。）のうち、次の

算式で計算した場合において控除残額が生じているものについては、翌年度分

の個人住民税から、当該控除残額に相当する額が減額できることになりました。
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１５ 

１０ 

５ 

０ 

５ 

１０ 

１５ 

（万円） 
《移譲前》 《移譲後》 

現行の 
控除額 
１４.４万円 移譲後の 

控除額 
７.２万円 

〔
所
得
税
〕 

〔
個
人
住
民
税
〕 

［措置なし］ ［措置あり］ 

【納税額】 ８.２万円 １５.４万円 ８.２万円 
（８８％増） （±０） 

※前提条件 
妻・子２人のケース 
年収５００万円 
借入金額２,４４０万円 

ローン金利３.０％ 
償還期間２７年 
平成１８年入居 

※ローン減税控除限度額は２３.３万円（平成１９年末のローン残高（２.３２５万円）の１％） 

７.２万円 
個人住民税の 
減額 

７.２万円 

８.２ 
万円 

１５.４ 
 万円 

８.２ 
万円 

影響額について 
個人住民税を 
減額 

税源移譲後も 
個々の納税者の 
負担に変化なし 

（国土交通省「平成１８年度国土
交通省税制改正要望主要項目
結果概要」より）

（参考）具体例
○税源移譲前と税源移譲後のイメージ（年収５００万円の場合）

4 分離課税等に係る個人住民税の税率割合等
（地法附５、６、８、３３の３～３５の４、３７の３、３１４の８、平１８改地方附５B、１１B）

分離課税等に係る都道府県分と市町村分の税率割合等が、税源移譲後の道府

県民税（４％）と市町村民税（６％）の割合に合わせて、次のように改められ

ました。

税区分 改 正 前 改 正 後

イ 土地、建物等の
長期譲渡所得

道府県民税 １．６％ ２．０％

市町村民税 ３．４％ ３．０％

ロ 優良住宅地の造
成等のために土地
等を譲渡した場合
の長期譲渡所得

（イ） 譲渡益２，０００万円
以下の部分

道府県民税 １．３％ １．６％

市町村民税 ２．７％ ２．４％

（ロ） 譲渡益２，０００万円
超の部分

道府県民税 １．６％ ２．０％

市町村民税 ３．４％ ３．０％
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ハ 居住用財産を譲
渡した場合の長期
譲渡所得

（イ） 特別控除後の譲渡
益６，０００万円以下の部分

道府県民税 １．３％ １．６％

市町村民税 ２．７％ ２．４％

（ロ） 特別控除後の譲渡
益６，０００万円超の部分

道府県民税 １．６％ ２．０％

市町村民税 ３．４％ ３．０％

ニ 土地、建物等の
短期譲渡所得

道府県民税 ３．０％ ３．６％

市町村民税 ６．０％ ５．４％

国等に対する譲渡
道府県民税 １．６％ ２．０％

市町村民税 ３．４％ ３．０％

ホ 株式等に係る譲
渡所得等

道府県民税 １．６％ ２．０％

市町村民税 ３．４％ ３．０％

ヘ 上場株式等に係
る譲渡所得等

道府県民税 １．０％ １．２％

市町村民税 ２．０％ １．８％

ト 先物取引等に係
る雑所得等

道府県民税 １．６％ ２．０％

市町村民税 ３．４％ ３．０％

チ 土地の譲渡等に
係る事業所得等

道府県民税 ３．０％ ４．８％

市町村民税 ９．０％ ７．２％

リ 肉用牛の売却に
よる農業所得

道府県民税 ０．５％ ０．６％

市町村民税 １．０％ ０．９％

ヌ 道府県民税配当
割、株式等譲渡所
得割の市町村に対
する交付割合

１００分の６８
（優遇税率
適用の間は
３分の２）

５分の３

ル 配当控除におけ
る控除率

課税所得金額１，０００万円
以下の部分

道府県民税
０．８％
０．４％
０．２％

１．２％
０．６％
０．３％

市町村民税
２．０％
１．０％
０．５％

１．６％
０．８％
０．４％

課税所得金額１，０００万円
超の部分

道府県民税
０．４％
０．２％
０．１％

０．６％
０．３％
０．１５％

市町村民税
１．０％
０．５％
０．２５％

０．８％
０．４％
０．２％
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5 税源移譲に伴うその他所要の措置
（地法３５、３６、３１４の３、３１４の４、旧地法別表１、２、平１８改地法方附１五、５B、１１B）

この改正は、平成１９年度分以後の個人住民税について適用されます。

6 定率減税の廃止等
（平１８改所法等附１４、同附則１５８、１６１、地法７２の２４の７、旧地法本法附則４０J）

個人住民税の税率が一律１０％にフラット化されることにより、累進税率を前

提とした規定である山林所得の５分５乗課税並びに変動所得及び臨時所得の平

均課税は存在意義が薄れ、廃止とされました。また、退職所得の特別徴収税額

表も廃止されました。

定率減税は、所得税については平成１８年分、個人住民税については平成１８年

度分をもって予定どおり廃止されました。

この定率減税の廃止に伴い居住者の予定納税基準額の計算の特例及び確定申

告書の提出の特例については平成１８年分をもって、居住者の給与等又は公的年

ヲ 外国税額控除に
おける控除限度額 道府県民税

国税の控除
限度額の
１００分の１０

国税の控除
限度額の
１００分の１２

市町村民税
国税の控除
限度額の
１００分の２０

国税の控除
限度額の
１００分の１８

ワ 配当割額又は株
式等譲渡所得割額
の控除における割
合

道府県民税

１００分の３２
（優遇税率
適用の間は
３分の１）

５分の２

市町村民税

１００分の６８
（優遇税率
適用の間は
３分の２）

５分の３

（注） この改正のうち、イからリ、ル及びヲに係る改正は、平成１９年度分以後の個人住民
税について、ヌに係る改正は、平成１９年８月交付分以後の交付金について、ワに係る
改正は、平成２０年度分以後の個人住民税について適用されます。
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改正前 改正後
本 則 特 例 本 則

普通法人 ３４．５％ ３０％ ３０％
中小法人の軽減税率 ２５％ ２２％ ２２％

法人等の区分
改正前 改正後

本則 特例 本則
資本等の金額が１，０００万円以上であって３以上の都道府
県に事務所等を設けている法人

１１％ ９．６％ ９．６％
基
礎
と
す
る
も
の

所
得
を
課
税
の

上記以外の法人
年４００万円以下の金額 ５．６％ ５％ ５％
年４００万円を超え８００万円以下の金額 ８．４％ ７．３％ ７．３％
年８００万円を超える金額 １１％ ９．６％ ９．６％

金等に係る源泉徴収の特例及び居住者の年末調整の特例については平成１８年１２

月３１日をもって廃止されるとともに、税源移譲に伴い最高税率の特例を廃止し、

特定扶養親族に係る扶養控除の額の加算の特例並びに法人税率の特例及び法人

事業税率の特例が本則どおりの制度に戻されました。

A 定率減税の廃止

● 所 得 税控除率１０％、 控除限度額１２．５万円⇒廃 止（１９年１月～）

● 個人住民税控除率７．５％、控除限度額 ２万円⇒廃 止（１９年６月～）

※定率減税の減収額 所得税約１．２５兆円（１７年度予算ベース）

個人住民税約０．４兆円（１６年度当初課税ベース）

B 法人税率の特例の本則化（法人税）

平成１１年度の定率減税及び法人税恒久的減税において、法人税率が次のよう

に引き下げられましたが、法人税率の特例が本則化されました。

C 法人事業税率の特例の本則化

法人事業税率の特例についても、Bと同様、本則化されました。

（地法７２の２４の７、旧地法本法附則４０J）
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1 寄付金控除の定額控除の引下げ
（措法４１の１８）

この改正は、平成１８年分以後の所得税について適用されます。

特定寄付金を支出したときは、次の金額を所得から差し引くことができます。

今年の改正で、この寄付金控除の定額控除（適用下限額）が５，０００円（改正

前1万円）に引き下げられました。

（寄付金控除）
特定寄付金の額と「総所得金額等の合計額の３０％
相当額」とのいずれか少ないほうの金額 －５，０００円(改正前１万円)＝寄付金控除額

特定寄付金とは次のものをいいます。
A 国又は地方公共団体に対する寄付金
B 指定寄付金
C 特定公益増進法人に対する寄付金
D 政党等に対する政治活動に関する寄付金
E 認定NPO法人に対する寄付金
F 特定公益信託への支出金（みなし特定寄付金）

〈寄付金に対する特例措置〉

特定寄付金
の限度額

改正前 改正後

１万円 ５，０００円
総所得
金額等 ×３０％－

いずれか
少ない金額 特定寄付金の合計額

その他の税制の
改正のポイント
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2 認定NPO法人制度の認定要件の緩和
（措法４１の１８、６６の１１の２、措令３９の２３）

受入寄付金総額＋国からの補助金（注１）＋社員からの会費（注２）
総収入金額 ≧ １

５

（注１） 国、地方公共団体又はわが国が加盟している国際機関（以下「国等」という。）
からの補助金について、現行制度との選択で、分子に算入する受入寄付金の額を限度と
して分子に算入し、全額を分母に算入することができることとされます。

（注２） 社員からの会費について、画一的又は合理的と認められる基準に基づいて定めら
れていること等一定の要件を満たす場合には、会費収入から共益的な活動と認められる
部分を控除した金額を分子に算入する。ただし、分子に算入する受入寄付金の額が限度
とされます。

q 認定NPO法人制度

小さな政府を実現するためには、民間における非営利活動を活性化させるこ

とが求められます。そこで、認定NPO法人の数を増加させるために、認定要

件等について、次のとおり見直しが行われました。

A いわゆるパブリック・サポート・テスト（PST：総収入金額のうちに寄

付金総額の占める割合が３分の１以上（特例５分の１以上）であること）に

ついて、５分の１以上とする特例の適用期限が平成２０年３月３１日まで２年延

長されました。

B 補助金や社員からの会費などの取扱いについて見直しが行われ、PSTの

算定式が次のようになりました。

C 役員又は社員の親族等及び特定の法人に係る要件について、社員の数が１００

人以上の法人である場合には、社員を親族等に係る要件の対象から除外され

ました。

D 小規模法人（実績判定期間内の各事業年度の総収入金額の平均が８００万円

未満の法人をいう。）におけるPSTの計算方法が簡素化されました。
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3 酒税の改正
（酒税法２、３、２３、４３）

酒税の分類の改正 改正後

分 類 該当する酒類 アルコール分 １kl 当たりの税率
１度当たりの
加算額（１kl
当たり）

発泡性酒類

ビール〔基本税率〕 ２０度未満 ２２２，０００円 ―

発 泡 酒
（麦芽比率２５～５０％未満） １０度未満 １７８，１２５円 ―

発 泡 酒
（麦芽比率２５％未満） 〃 １３４，２５０円 ―

その他の発泡性酒類 〃 ８０，０００円 ―

醸造酒類

清 酒 ２２度未満 １２０，０００円 ―

果 実 酒 ― ８０，０００円 ―

その他の醸造酒
〔基本税率〕 ２０度未満 １４０，０００円 ―

蒸留酒類

しょうちゅう
〔基本税率〕 ２０度 ２００，０００円 １０，０００円

ウイスキー ３７度 ３７０，０００円 １０，０００円

ブランデー ３７度 ３７０，０００円 １０，０００円

スピリッツ ３７度 ３７０，０００円 １０，０００円

混成酒類

リキュール １２度 １２０，０００円 １０，０００円

甘味果実酒 １２度 １２０，０００円 １０，０００円

合成清酒 ― １００，０００円 ―

みりん ― ２０，０００円 ―

粉末酒 ― ３９０，０００円 ―

雑酒〔基本税率〕 ２０度 ２２０，０００円 １１，０００円

公正な競争を促進し、経済活動に対する税制中立を確保するため酒類の分類

と税率について大幅な改正が行われました。

q 酒類の分類の簡素化

酒類の分類については、次のように、「発泡性酒類」、「醸造酒類」、「蒸留酒

類」及び「混成酒類」の４種類に大別されたうえ、税率も次表のとおり改めら

れました。

r 税率の見直し

酒類の税率については、いわゆる「第３のビール」に対する税率の見直しが
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低アルコール分の発泡性酒類

区 分
改正前 改正後

アルコール分 税 率 アルコール分 税 率

清酒

８度以下

円／kl
７４，９１０

１０度未満
円／kl

８０，０００円

合成清酒 ５０，４５１

しょうちゅう ７９，３９２

みりん １２，０００

果実酒 ４６，９７６

甘味果実酒 ６９，１４４

ウイスキー類 ８１，８００

スピリッツ類 ７９，３９２

リキュール類 ７９，３９２

その他の雑酒（みりん類似）
〃 （そ の 他）

１２，０００

６９，１４４

û注 アルコール分８度以上１３度未満の各酒類の改正前税率は、アルコール分に応じた比例
税率となっています。

（備考） 上表は、便宜上、改正前の区分によっています。

この改正は、平成１８年５月１日から実施されます。（平１８改所法等附１）

注目されていましたが、酒類の分類を上記のように４種類とされることに伴い、

税負担格差が縮小されるように全般的な改正が行われました。

その結果、清酒、ウィスキー及びビールが減税となり、ワイン、しょうちゅ

う及び第３のビール（その他の雑酒（その他）に含まれます。）が増税となり

ました。また、市場が拡充している低アルコール分の発泡性酒類についての税

率は、次のように一律化されることになりました。
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4 たばこ税の引上げ
（たばこ税１１）

たばこの種類
１本当たりの税率（国税・地方税の合計）

改正前 改正後

旧３級品以外の製造たばこ ７．０７２円 ７．９２４円
旧３級品の製造たばこ ３．３５７円 ３．７６１円

û注 旧３級品とは、専売納付金制度下において３級品とされていた紙たばこ（わかば、エ
コー、しんせい等）をいいます。（別途たばこ特別税がかかります。）

この改正は、平成１８年７月１日から実施されます。（平１８改所法等附１）

5 自動車グリーン化税制の改正
（地法附１２の３、３２）

対象となる自動車 特例税率等

平成１７年自動車排出ガス基準値より７５％以上排出ガス性能の
良い自動車で燃費基準値より２０％以上燃費性能の良いもの （自動車税）

税率を概ね５０％軽減する
（自動車取得税）
価額から３０万円控除

電気自動車

天然ガス自動車

メタノール自動車

平成１７年自動車排出ガス基準値より７５％以上排出ガス性能の
良い自動車で燃費基準値より１０％以上燃費性能の良いもの

（自動車税）
税率を概ね２５％軽減する
（自動車取得税）
価額から１５万円控除

国と地方のタバコ税の税率が次のように引き上げられました。

自動車税について、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自

動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい

自動車は税率を重くする特例措置（いわゆる「自動車税のグリーン化」）につ

いて、税収中立を前提に次のとおり軽減対象を重点化し、２年延長されました。

q 環境負荷の小さい自動車

平成１８年度及び平成１９年度に新車新規登録された以下の自動車について、当

該登録の翌年度に次の特例措置が講じられました。

r 環境負荷の大きい自動車

平成１８年度及び平成１９年度に下記の年限を超えている自動車（電気自動車、



そ
の
他
の
税
制
の
改
正
ポ
イ
ン
ト

69

ディーゼル車で新車新規登録から１１年を経過したもの 税率を概ね
１０％重課するガソリン車又は LPG車で新車新規登録から１３年を経過したもの

6 ストック・オプション税制の整備
（法法５４、措法２９の２）

執行役が適用対象者となるのは会社法の施行の日（平成１８年５月１日）
からです。また、ストック・オプションの費用の損金算入は、会社法の
施行の日以後に発行の決議がされるものについて適用されます。（平１８
改所法等附３０、８８）

7 その他の改正

平成１８年４月１日以後に郵送等により提出される書類について適用され
ます。（平１８改所法等附１）

天然ガス自動車、メタノール自動車、一般乗合用バス及び被けん引車を除きま

す。）について、その翌年度から次の特例措置が講じられました。

ストック・オプション制度の円滑な運用及び促進を図るため、税制適格ス

トック・オプションの適用対象者に執行役が追加されました。また、平成１７年

１２月に「ストック・オプション等に関する会計基準」とその適用指針が公表さ

れたことを受けて、ストック・オプションに係る費用の額は、税制適格ストッ

クオプションを除き、原則として、ストック・オプションが行使される日の属

する事業年度の損金の額に算入されることになりました。

q 「発信主義」の適用範囲の拡大 （国通法２２）

郵送等で提出された書類について、その郵便物等の通信日付印により表示さ

れた日にその提出があったものとみなす、いわゆる「発信主義」は、従来は申

告書とそれに関連する書類にしか適用がされませんでしたが、今年の税制改正

では、この適用範囲が拡大され諸申請書等で国税庁長官が定めるものについて

もこの発信主義が適用されることになりました。
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平成１８年４月１日以後に公示するものから廃止されます。（平１８改所法
等附１、２２）

この改正は、平成１９年１月１日以後に交付する給与の源泉徴収票等につ
いて適用されます。（平１８改所法等附２０、２１）

この改正は、平成１８年４月１日以後にその保有をされた欠損法人につい
て適用されます。（平１８改所法等附１、３２、３４）

r 所得税の高額納税者の公示制度（長者番付）等の廃止

（旧所法２３３、旧法法１５２、旧相法４９、）

所得税、相続税、贈与税、法人税及び地価税の申告書に係る公示制度（例え

ば、例年５月に公示されている所得税の高額納税者の公示制度（長者番付）等）

が廃止されました。

s 給与の源泉徴収票等の電子交付 （所法２２６、２３１）

給与等の支払をする者又は証券業者等は、本人の承諾等一定の要件の下、源

泉徴収票若しくは給与等の支払明細書や特定口座年間取引報告書などについて

電磁的方法により提供することができるようになりました。

t 欠損法人を利用した租税回避行為の防止 （法法５７の２、６１）

欠損法人が、特定の株主等によってその発行済株式の総数の５０％を超える数

の株式を直接又は間接に保有された場合、その保有された日から５年以内に、

従前から営む事業を廃止して、かつ、その事業規模を大幅に超える事業を開始

したこと等一定の事由に該当するときは、その該当する日の属する事業年度前

において生じた欠損金額について欠損金の繰越控除制度が適用できないことに

なりました。また、当該事業年度開始の日から３年以内（その保有された日か

ら５年を限度）に生ずる資産の譲渡等損失は損金の額に算入されなくなりまし

た。
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この改正は、平成１８年４月１日に開始する事業年度の確定申告書等につ
いて適用されます。（平１８改正法人税法施行規則附則５B）

これらの改正は、平成１９年１月１日以後に法定申告期限が到来する国税
について適用されます。（平１８改所法等附１、７３）

この改正は、平成１９年１月１日以後に法定申告期限が到来する国税につ
いて適用されます。（平１８改所法等附１、７４）

u 法人税の確定申告書等の添付書類 （法規３５）

法人の事業等の概況に関する書類が、法人税の確定申告書等の添付書類に加

えられました。

v 無申告加算税の整備 （国通法６６）

調査があったことにより決定があるべきことを予知して提出されたものでな

い期限後申告書に係る無申告加算税について、次のいずれにも該当する場合に

は課されないことになりました。

A その申告書が法定申告期限から２週間以内に提出されていること

B その申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限までに納付されてい

ること等

また、無申告加算税の割合（改正前１５％）について、納付すべき税額が５０万

円を超える部分に対する割合が２０％に引き上げられました。

w 不納付加算税の整備 （国通法６７）

調査があったことにより納税の告知があるべきことを予知して納付されたも

のでない法定納期限後に納付された源泉徴収国税に係る不納付加算税につい

て、次のいずれにも該当する場合には課されないことになりました。

A 法定納期限から１月以内に納付されていること

B その納付前１年間法定納期限後に納付されたことがないこと等



72

この改正は平成１８年４月１日以後に国税庁長官が法令の解釈を変更した
ことを公表したことによるものから適用されます。（平１８改正通則令附）

x 更正の請求の後発的事由の追加 （国通令６）

申告等に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に係る国税庁

長官の法令の解釈が変更され、その解釈が公表されたことにより、その課税標

準等又は税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなったことを知った

場合には、その日の翌日から２月以内に更正の請求をすることができるように

なりました。

y 環境税の見送り

環境税については、その導入が議論されていましたが、平成１８年度税制改正

では見送られました。

z 山林所得の概算経費控除率の引上げ （措規１２）

山林所得の概算経費控除の控除率が５０％（改正前４５％）に引き上げられまし

た。

{ 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例制度の適用期限２年延

長 （措法６２）

使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例制度の適用期限が平成２０年３月３１

日（改正前平成１８年３月３１日）まで２年間延長されました。

| 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の

適用期限２年延長 （措法２９）

給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限が

平成２０年１２月３１日（改正前平成１８年１２月３１日）まで２年間延長されました。

執筆 税理士・杉田宗久 税理士・上西左大信 企画・制作 清文社


